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公害健康被害補償制度の概要 
 
  
［制度の発足］ 昭和 年 月（昭和 年 月改正法施行）

［制度の趣旨］ 本来当事者間で民事上の解決が図られるべき公害健康被害について補

償を行い、被害者の迅速・公正な保護を図るものです。

なお、昭和 年 月の制度改正により旧第一種地域（ 地域）の

指定解除を行うとともに、新たな患者の認定は行われていません。

［制度の内容］ 公害健康被害補償制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費

用の相当分（汚染負荷量賦課金、特定賦課金）をばい煙発生施設等設

置者又は特定施設等設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発

生地域の都道府県等（ 県市区）に納付するというものです。

［本制度の概要］
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資料２－②

資料２－①
汚染負荷量賦課金申告件数及び申告額の年度別推移
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 都道府県別汚染負荷量賦課金の徴収決定状況（旧第一種地域）
（単位：件、千円）

件　数 金　　額 件　数 金　　額
北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

計
過 年 度 分
合 計

（注）１．平成23年度の数値は平成24年3月末、平成24年度の数値は平成25年3月末の数値である。

　　　２．金額の計欄の数値と合計の数値は、四捨五入しているため一致しない場合がある。

　　　　

区 分
平成24事業年度平成23事業年度
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申告書等の審査・実地調査箇所の選定及び指導内容等

１．申告書等の審査

「汚染負荷量賦課金申告書審査事務取扱達」及び「汚染負荷量賦課金申告書審査

の手引」に基づいて、申告書等の審査を行った。

なお、申告書審査において、審査件数 件のうち 件（ ％）の端数

処理誤りや転記誤り等があった。残りは適正な申告が行われていた。

申告書等の審査結果

審査件数
内 訳

備 考
本部 支部

申 告 書 件 件 件

名称等変更届出書 件 件 件 ＊

申告書送付先変更 件 件 件 ＊

納付義務者判定 件 件 件
合併・譲渡・会社分割等

による納付義務者判定

＊ 事業所の名称や住所の変更、会社の合併や分社化等による名称等変更届出書の処理

＊ 事業所の移転や閉鎖等による申告書送付先変更処理

平成 年度申告内容誤り件数

転記誤り 74件, 
24.8%

端数処理誤り

140件, 47.0%

計算誤り 40件, 
13.4%

脱硫効率計算誤

り 22件, 7.4%
その他 22件, 

7.4%

転記誤り 74件

端数処理誤り 140件

計算誤り 40件

脱硫効率計算誤り 22件

その他 22件

 

合計 
298件 
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２．実施箇所の選定

「実地調査等事務取扱達」等に基づき、対事業所に係る前年度の申告書審査におい

て確認等を行う必要性のある事業所を選定した。

平成 年度実地調査対象事業所の確認等をすべき内容 
事前に判明した確認等が必要な内容 要確認件数 ％ 

① 納付義務者からの自主的な申出によるもの ７ ６．４ 
② 脱硫の考え方や脱硫効率計算の疑義 １９ １７．３ 
③ 施設の漏れの可能性 １３ １１．８ 
④ 燃料、焼却物の漏れの可能性 ２３ ２０．９ 
⑤ 加重平均の内容に疑義 １４ １２．７ 
⑥ 前年度に比べＳＯｘ量の大幅な減少 １ ０．９ 
⑦ 排ガスの測定方法や測定結果の疑義 １３ １１．８ 
⑧ 水分補正の疑義 １２ １０．９ 
⑨ その他 ８ ７．３ 

合 計 １１０ １００．０ 
注）本表の要確認件数は、事業所によっては複数の確認等の内容があるため、今年

度の実地調査実施事業所数（ 事業所）とは一致しない。

３．実施調査の結果

実地調査において申告書審査で確認等をすべき内容を確認するとともに、併せて、

適切な申告のための指導を行った。

平成 年度実地調査における指導内容 
指導内容 指導件数 ％ 

① 転記誤り、記入漏れ、燃料使用量等の計上誤り ３０ １９．２ 
② 端数処理誤り、有効数字の取扱い誤り ２１ １３．５ 
③ 加重平均の適用誤り ６ ３．８ 
④ 施設の申告漏れ １９ １２．２ 
⑤ 燃原料の申告漏れ ６ ３．８ 
⑥ 汚染負荷量賦課金に関する書類の保存方法の誤り １３ ８．３ 
⑦ 排ガスの測定方法の選定誤り ５ ３．２ 
⑧ 算定様式の適用誤り ０ ０．０ 
⑨ 脱硫効率の計算等の誤り １４ ９．０ 
⑩ 水分補正の誤り ７ ４．５ 
⑪ その他 ３５ ２２．４ 

合 計 １５６ １００．０ 
注）本表の指導件数は、事業所によっては複数の指導内容があるため、今年度の

実地調査実施事業所数（ 事業所）とは一致しない。
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徴収業務の一部についての民間競争入札による実施内容

（１）徴収業務の一部について

徴収業務の一部は、公害健康被害補償法（以下「旧公健法」という。）第 条に、納

付義務者が加入している団体で政令で定める団体に業務委託できる旨が規定され、政令

で定める団体として商工会議所法に定める商工会議所等が規定されていた。旧公害健康

被害補償予防協会（以下「旧公健協会」という。）は、同条の規定に基づき、公害健康

補償制度が発足した昭和 年度から環境庁長官及び通商産業大臣の認可を受け、

の商工会議所と業務委託契約を行っていたものである。

委託している徴収業務の一部の内容は以下のとおりである。

①申告書等の送付及び受理点検

②制度の普及宣伝

③申告書等の提出要請

④申告・納付説明会等の開催 など

（２）民間競争入札の実施について

独立行政法人環境再生保全機構が商工会議所に委託している公害健康被害補償業務の

徴収業務については、公共サービス改革基本方針（平成 年 月 日閣議決定）に基

づき、平成 年度から、民間競争入札制度を活用した契約により行うことになった。

民間競争入札の実施の概要は以下のとおりである。

① 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 年法律第 号）に基

づき、民間競争入札実施要項案（以下「実施要項案」という。）を作成し、内閣府に

設置された官民入札等監理委員会の入札監理小委員会において、実施要項案を説明す

るとともに、実施要項案に係るパブリックコメントの意見募集を実施。

② パブリックコメントを踏まえて修正した実施要項案を内閣府・官民競争入札等監理

委員会に附議し、了承された。

③ 了承された民間競争入札実施要項に基づき、入札公告を行うとともに、全国的に業

務展開している民間事業者 社に対しダイレクトメールで民間競争入札の実施に係

る情報提供を行い、入札説明会を実施した。その結果、 社の入札参加者があった。

④ 落札者の決定に当たっては、実施要項に基づき総合評価方式とし、外部有識者等を

含めた評価委員会において、入札参加者による企画提案書のプレゼンテーション及び

審査を行い、開札を実施した。その結果、落札者は日本商工会議所に決定した。

⑤ 業務内容について、政策評価・独立行政法人評価委員会からの勧告を踏まえ、申告

書等の点検（前年度の硫黄酸化物排出量の増減が著しい場合のヒアリング調査）や未

申告督励業務の一部を新たに委託業務に追加した。

従前の 商工会議所との個別委託契約から、日本商工会議所が各地商工会議所を

一括して管理・指示することになり、機構業務の効率化に寄与することになった。
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オンラインによる汚染負荷量賦課金申告のお願い

 
 

独立行政法人環境再生保全機構 
 

 
汚染負荷量賦課金の申告・納付義務者の皆様方におかれましては、「公害健康被害の補償等

に関する法律」の趣旨をご理解のうえ、汚染負荷量賦課金の適正な申告・納付にご協力いた

だきありがとうございます。 
さて、平成２５年度汚染負荷量賦課金の申告ではオンライン申告をご活用いただきたく、

オンライン申告のメリットをご紹介いたします。 
 
 
＜平成 年度申告での主な申告誤り＞

 
平成２４年度の汚染負荷量賦課金の申告におきましては、申告内容に誤りがあるものが

前年度同程度 298 件ありました。その内容は下図のとおりとなっております。このような

誤りに伴って申告額に変更が生じた場合は、修正申告等が必要となります。 
オンライン申告用の雛型ファイルは、自動計算、入力チェック機能を搭載しており、端

数処理等の計算誤り・入力漏れを防ぐなどのメリットがあります。 
 

 
＜オンラインによる申告のお願い＞

汚染負荷量賦課金の申告に当たりましては、現在、三通りの申告方法（オンライン申告、

ＦＤ申告、用紙申告）をご用意しているところですが、納付義務者の皆様方の事務負担軽減

の観点からオンラインによる申告を推奨しております。 
オンラインによる申告は、当機構へ事前登録をした上でインターネットを経由して申告を

行うもので、押印の省略、計算誤り・入力漏れを防ぐなどのメリットがあり、申告書作成時

の事務負担が軽減されます。オンライン申告の件数も、年々増加しております。 
 

平成２４年度申告内容誤り件数
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機構は、平成２５年２月２５日にオンライン申告のお願い文書を、オンライン申告をされ

ていない工場・事業場に送付しました。 
オンライン申告の雛型ファイルは、オンライン申告サイトからエクセルの雛型ファイルを

ダウンロードすることで、機構サーバ内にあるデータが申告書に（現在分の前年の排出量を

除くすべて）反映されており、初めてオンライン申告する事業所であっても入力する手間が

省け、事務の省力化を図ることができます。また、送信された申告内容は確認・印刷するこ

とができます。 
平成 25年度 汚染負荷量賦課金申告書

提出年月日

独立行政法人環境再生保全機構理事長　殿

公害健康被害の補償等に関する法律第55条第１項の規定に基づき、次のとおり申告します。

申 告 賦 課 金 汚染負荷量賦課金番号

① 区 分 区 分
納付義務者

番号
工場・
事業場

C･D

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

② 郵便番号

納ば (ｲ)住　　　所

　い

付煙 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

　発

義生 (ﾛ)氏名又は名称 印　
　施

務設 電話番号

　等 (ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

者設

　置 (ﾊ)代表者氏名 印　 (ﾆ)同左 印　
　者 　　代理人

(ﾎ)資　本　金 千円

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

③ 郵便番号

対 (ｲ)所　在　地

象

工 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

場 電話番号

・ (ﾛ)名　　　称

事

業 (ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾆ)　業　種　名 ④ 立方メートル／時（m3N）

場 １時間当た

(ﾊ)工場長氏名 りの最大排

出ガス量

⑤ (ｲ)硫黄酸化物排出量 (ﾛ)単位排出量当たり賦課金（円／立方メートル）(ﾊ)=(ｲ)*(ﾛ)汚染負荷量賦課金額

汚賦 過 累積換算量(m3N/算定基礎期間) 　円  銭 　円  銭 円

染課 去

負金 分

荷の 現 前年の排出量(m3N/年) 円

量計 在

　算 分

合計 円

 ⑥延納の申請

⑦ 汚 染 負 荷 量 賦 課 金 の 期 別 納 付 額 内 訳

(ｲ)全期又は第１期（初期） (ﾛ)　第　２　期 (ﾊ)　第　３　期 (ﾆ)　第　４　期

円 円 円 円

平成25年5月15日

ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ ｶﾜｻｷｼ ｻｲﾜｲｸ ｵｵﾐﾔﾁｮｳ 1310

神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０

ｱｵｿﾞﾗｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

ｵｵﾓﾘｶｽﾞｵ

青空工業株式会社

ｱｵｿﾞﾗｲﾁﾛｳ ｵｵﾓﾘｶｽﾞｵ

青空一郎

大森一夫

大森一夫

宮城県仙台市宮城野区港1丁目２－３

ｾﾝﾀﾞｲｺｳｼﾞｮｳ

仙台工場

ﾐﾔｷﾞｹﾝ　ｾﾝﾀﾞｲｼ　ﾐﾔｷﾞﾉｸ　ﾐﾅﾄ1-2-3

する しない

１６２３．９４

１０９８．５５

１００３．０２

９５５．２６

７１６．４５

１０６．１４

 
 
まだ、認証情報を取得されていない工場・事業場の皆様方におかれましては、是非とも、

平成２５年度の汚染負荷量賦課金申告につきましてオンラインによる申告をご検討くださ

いますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

 
 

 オンライン申告件数の推移

-8-



平成２４年度汚染負荷量賦課金申告・納付説明会等での対応について

１． 納付義務者に対しては、全国 商工会議所 会場において、 月に申告・

納付説明会を実施した。

２． 申告・納付説明会、個別相談会では、納付義務者からの相談及び質問事項等

（ 件）に対し、想定問答を作り、きめ細かな対応を行った。

３．説明会での主な質問等

・ 過去分も現在分もゼロだが、申告の必要はあるのか。

・ オンライン申告の認証情報は、電子申告等届出書提出後、どのくらいで届

くのか。

・ 施設を廃止したが、どのような手続きが必要か。

納付義務者からの相談・質問等の内訳

制度に関する

事項 件

制度に関する

事項 件

申告手続に関する事項

件

申告手続に関する事項

件

申告書等の

記載に関する

事項 件

申告書等の記載

に関する事項

件

％

届出書に

関する事項

件

届出書に

関する事項

件

電子申告に関する事項

件

電子申告に関する

事項 件

平成２４年度

平成２３年度
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平成２４年１０月９日 
事 務 連 絡 

汚染負荷量賦課金 
申告・納付事務担当者 各位 

 
独立行政法人環境再生保全機構 補償業務部 

                                  
平成 年度算定様式雛型ファイルのダウンロードの開始について

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

皆様方におかれましては、汚染負荷量賦課金の申告・納付につきまして、日頃より、ご

理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、電子申告等届出書を提出し、オンライン申告を行っている事業所の皆様には、翌

年度申告の準備を早期に行えるよう、平成２５年度雛型ファイルの算定様式（Ａ～Ｄ様式）

及び排ガス測定の結果を示す書類 ｂ様式 、加重平均一覧表を平成２４年１１月１日 木

より、早期ダウンロードが可能となりました。

平成２５年度汚染負荷量賦課金の申告に当たりましては、引き続きオンラインによる申

告をご検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

・入手方法の流れ

（１） 年度の現パスワードと認証情報を用意してオンライン申告サイトへログイン

（２）平成 年度用算定過程様式のダウンロード（ＮＥＷ！マークで表示）を選択

（３）必要な様式を入手

詳細については、「平成 年度汚染負荷量賦課金オンライン申告・ＦＤ申告マニュアル

９４ページに記載してあります。

※ 注意事項

・申告書の雛型ファイルのダウンロードにつきましては、賦課料率を反映した 月 日以

降となります。

・平成 年度オンライン申告を行う際は、年度更新により新しい仮パスワードが必要とな

りますので、機構から新しい仮パスワードを記載したハガキを例年同様 月下旬に到着

するよう送付いたします。（ 月 日以降は 年度の現パスワードは無効となります。）

【本件に対する問い合わせ先】

補償業務部 業務課 電算業務係 担当：篠原、安藤

フリーダイヤル０１２０－１３５－３０４
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平成２５年２月２５日 
環 機 業 第 １ 号 

 
汚染負荷量賦課金 
申告・納付事務担当者 各位 

 
独立行政法人環境再生保全機構 

                                 理 事 長 福 井 光 彦 
 

オンラインによる汚染負荷量賦課金申告のお願い 
 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
皆様方におかれましては、汚染負荷量賦課金の申告・納付につきまして、

日頃より、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、独立行政法人環境再生保全機構では、汚染負荷量賦課金の申告に当た

りまして、三通りの申告方法（オンライン申告、ＦＤ申告、用紙申告）を用意

しているところですが、納付義務者の皆様方の事務負担軽減、事務処理の迅速

化・効率化を図る観点から、オンラインによる申告を推奨させていただいてお

ります。 
オンラインによる申告は、データを暗号化(SSL 暗号化通信)してインターネッ

ト経由で送信するため、データの安全性が確保されます。また、別紙のとおり

押印が省略できるほか、記入漏れ・記入誤りを防ぐための自動チェック機能、

最新データの自動取込み機能等、本年度から雛型ファイルの早期ダウンロード

ができるよう改善するなど、申告書作成時の事務負担が大幅に軽減されるメリ

ットがあり、オンライン申告を利用される納付義務者の方々が年々増加してき

ているところでございます。 
また、当機構では、オンライン申告に関する様々なご質問等に迅速に対応す

るため、オンライン専用のフリーダイヤルを設置しております。 
平成２５年度汚染負荷量賦課金の申告に当たりましては、是非ともオンライ

ンによる申告をご検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
なお、昨年同様、４月の申告・納付説明会ではオンライン申告に特化した説

明も行う予定ですので、是非とも説明会にご出席賜りますようお願い申し上げ

ます。 
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独立行政法人環境再生保全機構では、汚染負荷量賦課金の申告にあたってオンライン申告

を推奨しております。

オンライン申告では、下記のとおり事務処理の効率性、確実性の向上を図ることが可能です。

是非とも積極的なご活用を、よろしくお願い致します。

○ オンライン申告のメリット

代表取締役印は本社にある。 申告の際の押印は必要なく
押印には時間がかかる… なります！

※紙に出力することもできます。

申告期限が近い。郵送では オンラインで即時、申告
もう間に合わない… することができます！

計算や記入箇所が多くて、 自動計算・チェック機能で
間違えやすい… 記入漏れ、端数処理等の

記入誤りを防げます！

前年度と同じ内容を、毎年 自動取込み機能により、
記入している… 作業時間が軽減されます！

※今年度からオンラインに切替えた場合も

最新データを自動的に取込むので

入力する手間がかかりません。

翌年度の申告の準備のため、 翌年度雛型ファイルの早期
早めにＳＯＸ量の計算をしたい・・・ ダウンロードができます。

※本年度改善しました。

○ オンライン申告件数の推移

インターネットの普及とともに、オンライン申告をされる納付義務者の方が増加してきております。

計算や記入ミスなどを防ぐこともでき、用紙申告より簡単に申告書を作成していただくことができます。

別紙

オンラインによる申告のお願い

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
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○ オンライン申告の手順

オンライン申告の手順は下表のとおりです。

同封の 「電子申告等届出書（兼代理人選任・解任届出書）」 をご提出いただくだけで

簡単に登録することができます。※届出書の記載例は別紙をご参照ください。

○ オンライン申告に関してご不明な点は・・・

届出の書き方が分からない、操作方法が分からないなど、オンライン申告に関するご質問が

ございましたら、お気軽に下記へお問合せください。

ご連絡・お問合せ先
独立行政法人環境再生保全機構 補償業務部業務課

ＦＡＸ： メールアドレス：
〒 川崎市幸区大宮町 ミューザ川崎セントラルタワー Ｆ

 

申告データの作成

・申告書

・添付書類

申告書データ（ ）

添付書類データ（ ） を送信

「電子申告等届出書」（別添参照）の郵送 

申告書等雛型ファイルのダウンロード

あっという間に

申告完了！！ 

認証情報の受理

・ＩＤ

・仮パスワード

・識別コード

機構オンライン申告

ＷＥＢサイトにログイン

週間程度で認証

情報がお手元に

届きます！

自動計算してく

れるし、前年の

申告データを読

み込んでくれる

ので、とっても

ラクチン！

ﾋﾞｯﾄ 暗号化通

信を採用しています

ので、データは安全に

送信されます！

 

（平日 ： ～ ： ）

いざ みんなｵﾝﾗｲﾝ申告！
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旧第一種地域被認定者数の年度別推移 

 

補償給付費納付金の年度別推移

被

認

定

者

数
（
人
）

年 度 末

旧第一種地域被認定者数の年度別推移

昭和 年 月ピーク時
人

資料 －②

資料 －①
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公害保健福祉事業費納付金の年度別推移

（単位：千円）

年度 
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公害健康被害予防基金債券運用状況

１．平成 年度購入債券

（単位：百万円、％）

銘 柄 購入額 表面利率

利付国庫債券第 回（ 年） １

２．債券別運用状況（平成 年 月 日現在）

（単位：百万円、％）

銘 柄 期末残高 構成割合 運用収入 平均利回り

国 債

地方債

政府保証債

財投機関債

社 債

コーラブル円建外債※

合 計

※コーラブル円建外債：円建外債は、外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び

外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦通貨を

もって表示されるもの。通常の債券は発行時に償還額及び償還日が定められている

が、コーラブル円建外債は発行体が償還日前に一括償還する権利を有している債券

であって、発行時にコール条項として期限前一括償還について定められているもの。

なお、コーラブル円建外債については、平成 年 月以降、新規の取得は行っ

ていない。
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平成 年度 ソフト３事業等実施状況

事業内容
実施地方

公共団体

数
実施状況

金額

（千円）

環

境

保

健

事

業

ソ

フ

ト

３

事

業

健康相談事業

参加人数（人）

家庭訪問指導（人）

ﾋﾟｰｸﾌﾛｰﾒｰﾀｰ（個）

ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ（台）

健康診査事業

指導対象ﾘｽｸ児数

（人）

血液検査受検者数

（人）

機能訓練事業

参加人数（人）

ﾋﾟｰｸﾌﾛｰﾒｰﾀｰ（個）

小 計 参加人数（人）

附帯事業

医療機器等整備

（助成）事業
施設数

小 計

環
境
改
善
事
業

計画作成事業 事業数

大気浄化植樹

（助成）事業
植樹面積（㎡）

小 計

事務連絡等経費

合 計

※ ソフト３事業には自立支援型公害健康被害予防事業補助金２億円も活用

※※ 附帯事業は、自立支援型公害健康被害予防事業に附帯する事業として、ぜん息・ＣＯ

ＰＤ電話相談事業など機構自らが実施する事業
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 「
独

立
行

政
法

人
の

事
務

・
事

業
の

見
直

し
の

基
本

方
針

（
平

成
年

月
７

日
閣

議
決

定
）
」

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
（

各
府

省
・

各
法

人
に

お
け

る
措

置
状

況
）
（

行
政

改
革

実
行

本
部

決
定

）

事
務

・
事

業
講

ず
べ

き
措

置
実

施
時

期
具

体
的

内
容

措
置

内
容

・
理

由
等

公
害

健
康

被
害

予
防

事
業

事
業

の
抜

本
的

な

見
直

し
年

度
か

ら
実

施

『
そ

ら
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
』
の

実
施

結
果

等
を

踏

ま
え

、
公

害
健

康
被

害
予

防
事

業
全

体
に

つ
い

て
事

業
内

容
等

の
抜

本
的

な
見

直
し

を
行

う

と
と

も
に

、
以

下
の

取
組

を
実

施
す

る
。

・
本

法
人

が
実

施
す

る
事

業
に

つ
い

て
は

、
エ

コ
カ

ー
フ

ェ
ア

、
大

気
汚

染
防

止
推

進
月

間

関
連

事
業

等
を

廃
止

す
る

。

・
地

方
公

共
団

体
が

行
う

事
業

に
対

す
る

助
成

に
つ

い
て

は
、
各

メ
ニ

ュ
ー

の
必

要
性

を
精

査
し

、
公

害
健

康
被

害
予

防
事

業
と

し
て

の

役
割

の
低

下
や

実
績

、
効

果
等

に
減

少
が

み

ら
れ

る
最

新
規

制
適

合
車

等
代

替
促

進
事

業
を

廃
止

す
る

な
ど

真
に

必
要

な
事

業
に

限
定

す
る

。

・
地

方
公

共
団

体
へ

の
助

成
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

種
類

及
び

規
模

ご
と

に
定

額
助

成
の

基
準

額
を

設
定

す
る

。

・
患

者
団

体
、
関

連
学

会
等

に
ヒ

ア
リ

ン
グ

を

実
施

し
、
ぜ

ん
そ

く
患

者
の

ニ
ー

ズ
に

的
確

に
こ

た
え

る
事

業
内

容
に

改
善

す
る

。

「
そ

ら
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

の
調

査
結

果
に

つ
い

て
は

、
平

成
年

５
月

日
に

公
表

さ
れ

た
「

局
地

的
大

気
汚

染
の

健
康

影
響

に
関

す
る

疫
学

調
査

報
告

書
」

に
お

い
て

、
『

幼
児

調
査

及
び

成

人
調

査
に

お
い

て
、
幹

線
道

路
に

お
け

る
自

動
車

排
出

ガ
ス

へ
の

曝
露

と
ぜ

ん
息

発
症

や
と

の
関

連
に

つ
い

て
、

及
び

個
人

曝
露

量
推

計
値

を
指

標
と

し
た

解
析

の
結

果
、
自

動
車

排

出
ガ

ス
へ

の
曝

露
と

の
関

連
性

が
あ

る
と

い
う

一
貫

し
た

結
論

は
見

い
だ

せ
な

か
っ

た
。

た
だ

し
、

学
童

調
査

に
お

い
て

は
、

及
び

個
人

曝
露

量
推

計
値

を
指

標
と

し
た

、
予

め
解

析
計

画

で
定

め
ら

れ
た

主
要

な
解

析
や

、
副

次
的

な
解

析
の

一
部

に
お

い
て

、
自

動
車

排
出

ガ
ス

へ
の

曝
露

と
ぜ

ん
息

発
症

と
の

間
に

関
連

性
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
が

指
摘

さ
れ

た
。
併

せ
て

、
曝

露
推

計
な

ど
に

起
因

す
る

不
確

実
性

や
関

連
性

の
程

度
を

確
定

づ
け

る
こ

と
の

困
難

性
に

つ
い

て
も

指
摘

さ
れ

た
。
』

と
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
。

公
害

健
康

被
害

予
防

事
業

は
、
昭

和
年

の
公

害
健

康
被

害
の

補
償

等
に

関
す

る
法

律
の

改
正

に
お

い
て

、
「

大
気

汚
染

が
総

体
と

し
て

、
慢

性
閉

塞
性

肺
疾

患
の

自
然

史
に

対
し

、
何

ら
か

の
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

可
能

性
が

否
定

で
き

な
い

と
い

う
現

状
に

あ
り

、
適

切
な

対
策

を
講

じ
て

い
く

必
要

が
あ

る
。
」

と
の

中
央

公
害

審
議

会
答

申
を

踏
ま

え
て

創
設

さ
れ

た
も

の
で

あ
り

、
本

趣
旨

に
則

れ
ば

、
今

回
の
「

そ
ら

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
の

調
査

結
果

に
お

い
て

も
、
大

気
汚

染
が

何
ら

か
の

影
響

を
及

ぼ
し

て
い

る
可

能
性

が
否

定
で

き
な

い
現

状
に

変
わ

り
は

な
く

、
引

き
続

き
事

業
を

継

続
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

「
そ

ら
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」
の

調
査

結
果

や
、
地

域
の

大
気

汚
染

に
よ

る
ぜ

ん
息

患
者

の
ニ

ー
ズ

の
把

握
結

果
や

事
業

実
施

効
果

の
的

確
な

把
握
・
評

価
結

果
等

を
踏

ま
え

て
、
学

童
期

を
対

象
と

し

た
事

業
（

児
童

や
養

護
教

諭
な

ど
を

対
象

と
し

た
ぜ

ん
息

等
講

演
会
・
講

習
会

の
実

施
や

幹
線

道
路

沿
い

の
学

校
等

に
対

す
る

大
気

汚
染

浄
化

植
樹

の
推

進
等

）
を

重
点

化
す

る
見

直
し

を
実

施
し

た
。

さ
ら

に
、

過
去

の
大

気
汚

染
に

よ
り

ぜ
ん

息
を

発
症

し
た

高
齢

者
に

対
す

る
事

業
に

つ
い

て
も

、
患

者
か

ら
ニ

ー
ズ

の
高

い
事

業
（

成
人

ぜ
ん

息
・

に
関

す
る

講
演

会
の

増
設

や
高

齢
者

へ
呼

吸
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
理

学
療

法
士

な
ど

へ
の

研
修

事
業

等
）

を
重

点
化

す
る

見
直

し
を

実
施

し
た

。

ま
た

、
事

業
関

係
者

の
意

見
を

事
業

に
反

映
し

事
業

の
見

直
し

を
継

続
す

る
た

め
の

仕
組

み
と

し
て

、
患

者
団

体
と

の
連

絡
会

を
平

成
年

３
月

日
に

実
施

し
、
地

方
公

共
団

体
に

つ
い

て
は

平
成

年
月

・
日

に
連

絡
会

議
を

実
施

し
事

業
に

対
す

る
意

見
交

換
を

行
っ

た
。

な
お

、
予

防
事

業
と

し
て

の
役

割
・

効
果

が
減

少
し

た
事

業
、

目
的

に
沿

っ
た

効
果

の
評

価
が

困
難

な
事

業
に

つ
い

て
は

、
年

度
か

ら
実

施
を

取
り

や
め

る
な

ど
の

事
業

の
見

直
し

を
行

っ
て

い

る
。

●
機

構
が

直
接

実
施

す
る

事
業

に
つ

い
て

・
エ

コ
カ

ー
フ

ェ
ア

（
年

度
：

千
円

）
、

エ
コ

ド
ラ

イ
ブ

コ
ン

テ
ス

ト
（

年
度

：
千

円
）
、

大
気

汚
染

防
止

推
進

月
間

関
連

事
業

（
年

度
：

千
円

）
を

廃
止

し
た

。

（
年

度
）

●
地

方
公

共
団

体
が

実
施

す
る

事
業

へ
の

助
成

に
つ

い
て

ア
．

最
新

規
制

適
合

車
代

替
促

進
事

業
（

年
度

：
千

円
）

は
廃

止
し

た
。

（
平

成
年

８
月

４
日

に
地

方
公

共
団

体
へ

通
知

。
年

度
よ

り
完

全
廃

止
）

イ
．
廃

止
し

た
最

新
規

制
適

合
車

代
替

促
進

事
業

以
外

の
事

業
に

つ
い

て
は

、
予

防
事

業
と

し
て

の
必

要
性

を
精

査
し

た
と

こ
ろ

、
役

割
の

低
下

、
実

績
・
効

果
等

の
減

少
が

見
ら

れ
な

か
っ

た
た

め

引
き

続
き

実
施

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

な
お

、
各

事
業

の
必

要
性

の
精

査
は

、
引

き
続

き
行

う
。

・
健

康
相

談
事

業
、
健

康
診

査
事

業
及

び
機

能
訓

練
事

業
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

実
施

効
果

を
把

握
す

る
た

め
に

実
施

し
た

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
結

果
に

よ
り

、
事

業
参

加
前

後
の

比
較

に
お

い
て

、
薬

の
使

い
方

や
環

境
整

備
に

気
を

配
る

な
ど

治
療

へ
の

取
り

組
み

の
変

化
、

学
校

等
の

欠
席

や
行

事
不

参
加

の
減

少
及

び
症

状
の

軽
減

等
の

事
業

実
施

効
果

が
確

認
さ

れ
て

い
る

。

・
大

気
浄

化
植

樹
事

業
に

つ
い

て
は

、
国

立
環

境
研

究
所

の
研

究
結

果
等

に
よ

り
、

樹
木

に
よ

る
大

気
浄

化
能

力
が

確
認

さ
れ

て
い

る
。

・
医

療
機

器
等

整
備

事
業

に
つ

い
て

は
、

ぜ
ん

息
等

の
診

断
・

治
療

の
た

め
に

不
可

欠
な

検
査

機
器

を
対

象
と

し
て

お
り

、
ぜ

ん
息

患
者

の
健

康
回

復
に

必
要

不
可

欠
で

あ
る

。

●
地

方
公

共
団

体
へ

の
助

成
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

種
類

及
び

規
模

ご
と

の
定

額
助

成
の

基
準

額
を

設
定

し
年

度
よ

り
実

施
し

て
い

る
。
（

平
成

年
３

月
日

に
改

正
交

付
要

綱
を

地
方

公
共

団
体

へ
通

知
。
）

●
ぜ

ん
息

患
者

の
ニ

ー
ズ

に
的

確
に

こ
た

え
る

事
業

内
容

へ
の

改
善

を
図

る
目

的
で

、
平

成
年

度
に

ぜ
ん

息
患

者
及

び
そ

の
家

族
並

び
に

患
者

の
治

療
・

管
理

、
保

健
指

導
に

関
わ

る
方

々
の

事

業
に

対
す

る
最

新
の

ニ
ー

ズ
を

把
握

す
る

た
め

、
患

者
団

体
（

公
害

地
域

再
生

セ
ン

タ
ー

な
ど

５
団

体
）
、

関
連

学
会

（
日

本
ア

レ
ル

ギ
ー

学
会

な
ど

３
団

体
）

の
医

学
専

門
家

及
び

地
方

公
共

団
体

の
環

境
保

健
部

局
（

名
古

屋
市

な
ど

８
ヶ

所
）

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

実
施

し
た

。
平

成
年

度
も

、
患

者
団

体
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

や
連

絡
会

を
実

施
し

た
。

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

結
果

把
握

さ
れ

た
ニ

ー

ズ
に

つ
い

て
は

、
ぜ

ん
息

の
患

者
教

育
等

に
従

事
す

る
地

域
の

保
健

師
な

ど
を

養
成

す
る

た
め

の
研

修
の

実
施

や
の

基
礎

知
識

や
発

症
予

防
対

策
な

ど
の

内
容

を
盛

り
込

ん
だ

一
般

成
人

向
け

の
啓

発
冊

子
の

作
成

な
ど

の
事

業
に

反
映

さ
せ

て
い

る
。

事
業

実
施

効
果

の

的
確

な
把

握
年

度
中

に
実

施
事

業
対

象
者

に
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

、

事
業

実
施

効
果

を
的

確
に

把
握

す
る

。

医
療

、
保

健
指

導
等

の
専

門
家

で
構

成
す

る
検

討
委

員
会

を
設

置
し

、
評

価
の

手
法

等
を

検
討

し
つ

つ
、
事

業
の

実
施

効
果

を
把

握
す

る
た

め
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

し
た

。
（

平
成

・

年
度

も
実

施
。
）

平
成

・
年

度
調

査
の

集
計

結
果

に
よ

る
と

、
事

業
参

加
前

後
の

比
較

に
お

い
て

、
薬

の
使

い
方

や
環

境
整

備
に

気
を

配
る

な
ど

治
療

へ
の

取
り

組
み

の
改

善
、

学
校

等
の

欠
席

や
行

事
不

参

加
の

減
少

及
び

症
状

の
軽

減
等

の
事

業
実

施
効

果
が

確
認

さ
れ

て
い

る
。

な
お

、
今

後
も

効
率

的
な

事
業

実
施

に
向

け
た

事
業

実
施

効
果

の
把

握
を

進
め

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
る

。
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平成 年度 知識の普及事業実施状況

１．ぜん息・ の予防等に関する講演会

実施時期 開催場所
参加

者数

アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日

日

横浜市

横浜市歴史博物館

講堂

人 人 人

平成 年 月 日

日

横浜市

はまぎんホール
ヴィアマーレ

人 人 人

平成 年 月 日

土

四日市市

四日市市総合会館

視聴覚室

人 人 人

平成 年 月 日

日

四日市市

四日市市総合会館

視聴覚室

人 人 人

平成 年 月 日

日

江東区

グランチャ東雲
レクルーム、浴室

人 人 人

平成 年 月 日

金・祝

神戸市

神戸朝日ホール
人 人 人

平成 年 月 日

水

東京都

東京都庁第一本庁舎

大会議場

人 人 人

平成 年 月 日

土

神戸市
神戸国際会館

大会議場

人 人 人

平成 年 月 日

金

横浜市

日石横浜ビル

ホール

人 人 人

平成 年 月 日

水

杉並区

座・高円寺２

（杉並区立杉並芸術会館）

人 人 人

平成 年 月 日

日

江東区

男女共同参画推進センター

（パルシティ江東）

人 人 人

平成 年 月 日

金

神奈川県

大和保健福祉事務所

講堂

人 人 人

平成 年 月 日

日

吹田市

夢つながり未来館

多目的ホール

人 人 人

平成 年 月 日

水・祝

吹田市

夢つながり未来館

多目的ホール

人 人 人

計 人 人 人
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２．ぜん息・ の予防等に関する講習会

実施（予定）時期 開催場所
受講

者数

アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日

金

世田谷区

北沢タウンホール
人 人 人

平成 年 月 日

金

川崎市

中原区役所
人 人 人

平成 年 月 日

木

神戸市

市立唐櫃中学校
人 人 人

平成 年 月 日

金

川崎市

市役所第４庁舎
人 人 人

平成 年 月 日

金

東京都

葛飾区立保田しおさい学校
人 人 人

平成 年 月 日

金

神戸市

神戸市人材開発センター
人 人 人

平成 年 月 日

水

江東区

パルシティ江東
人 人 人

平成 年 月 日

金

東大阪市

イコーラムホール
人 人 人

平成 年 月 日

水

世田谷区

第３庁舎プライトホール
人 人 人

平成 年 月 日

火

神戸市

神戸市教育会館
人 人 人

平成 年 月 日

火

神奈川県

小田原保健福祉事務所
人 人 人

平成 年 月 日

金

名古屋市

熱田保健所
人 人 人

平成 年 月 日

火

大阪市

大阪市保健所
人 人 人

平成 年 月 日

（金）

神奈川県

神奈川県総合医療会館
人 人 人

平成 年 月 日

（水）

川崎市

中原休日急患診療所
人 人 人

平成 年 月 日

（水）

名古屋市

鯱城ホール
人 人 人
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実施（予定）時期 開催場所
受講

者数

アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日

（金）

横浜市

関内ホール
人 人 人

平成 年 月 日

（土）

静岡県

静岡県医師会館
人 人 人

計 人 人 人

３．市民公開講座

○第 回 日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会市民公開講座

実施時期 開催場所 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日 土
新梅田研修センター

（大阪）
人 人 人

○第 回 日本小児アレルギー学会市民公開講座

実施時期 開催場所 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日 日 大阪国際会議場 人 人 人

４．ぜん息などのアレルギーをもつ児童・生徒のためのぜん息・アレルギーフォーラム

実施時期 開催場所 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日（土） 新梅田研修センター 人 人 人

平成 年 月 日（日） 都市センターホテル 人 人 人

計 人 人 人
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５．保育所等におけるアレルギー疾患に対する普及啓発講習会

実施時期 開催場所 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日（金） 東京国際フォーラム 人 人 人

平成 年 月 日（金）
名古屋市中区役所

ホール
人 人 人

平成 年 月 日（金）
神戸産業振興センター

ハーバーホール
人 人 人

平成 年 月 日（金）
北九州市総合保健福祉

センター講堂
人 人 人

計 人 人 人

６．ぜん息電話相談事業

（１）実施状況

実施期間
相談時間

相談員 相談件数

平成 年 月 日～

平成 年 月 日

月～金

（祝日・土日除く）

時～ 時 専門医又は看護師 件

（２）アンケート調査の結果

相談件数 回答者数 回答率 ５段階評価で上位２段階までの評価

人 人 ％ ％ 人
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７．ぜん息児水泳記録会

実施時期 開催場所 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日

日
大阪プール ―（※ ） ― ― ― ―

平成 年 月 日

土
東京辰巳国際水泳場 人 人 人

計 人 人 人

※ 台風 号の影響により開催中止

８．大気環境の改善に関する講演会

実施時期 開催場所 対象 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年

月 日 土

神戸市

神戸メリケンパーク
地域住民 人 人 人

平成 年

月 日（木）

午前・午後 備前市

市役所
市職員等 人 人 人

平成 年

月 日（金）

午前・午後

平成 年

月 日（火）

大阪府・大阪市・堺市共催

堺市役所
事業者等 人 人 人

平成 年

月 日（火）

三重県

四日市市霞ヶ浦会館
事業者等 人 人 人

平成 年

月 日（水）

三重県

松坂市産業振興ｾﾝﾀｰ
事業者等 人 人 人

平成 年

月 日（木）

名古屋市

鯱城ホール
事業者等 人 人 人

平成 年

月 日（木）

北九州市

市役所
市職員等 人 人 人

平成 年

月 日（水）

神戸市

職員人材開発センター
市職員等 人 人 人

平成 年

月 日（木）

川崎市

川崎市産業振興会館
事業者等 人 人 人

平成 年

月 日（水）

神戸市

ビフレホール
市職員等 人 人 人
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実施時期 開催場所 対象 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年

月 日（水）

大阪府

咲洲庁舎
事業者等 人 人 人

平成 年

月 日（水）

神戸市

職員人材開発センター
市職員等 人 人 人

平成 年

月 日（水）

神戸市

職員人材開発センター
市職員等 人 人 人

計 人 人 人

９．大気環境の改善に関する講習会

実施時期 開催場所 参加者数
アンケート調査の結果

回答者数 回答率
５段階評価で

上位２段階までの評価

平成 年 月 日（水）
大阪府

咲洲庁舎
人 人 人

平成 年 月 日（金）
神戸市

甲子園自動車教習所
人 人 人

平成 年 月 日（水）

平成 年 月 日（水）

午前・午後

葛飾区

金町自動車教習所
人 人 人

平成 年 月 日（金）
倉敷市

倉敷自動車教習所
人 人 人

平成 年 月 日（土）

平成 年 月 日（土）
神戸市

綱干自動車教習所
人 人 人

平成 年 月 日（土）

計 人 人 人

※大気環境の改善に関する講習会は、実車等（トラック等）を利用した実技講習を伴うものであり、

１回の参加定員は小規模なものである。
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平成 年度 研修事業実施状況

コース名
実施

場所
実 施 時 期

受講

者数

アンケート調査の結果

回答者

数
回答率

５段階評価で上位２

段階までの評価

初任者研修

小児 東京 平成 年 月 日

人 人 人

成人 東京 平成 年 月 日

機能訓練研修

ぜん息キャンプ 東京
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

水泳訓練教室 東京
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

ぜん息キャンプ

体験型
福岡

平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

保健指導研修

小児 東京
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

成人 大阪
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

予防事業フォローアップ研修 大阪
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

環境改善研修 東京
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

呼吸リハビリテーション指導者

養成に係る派遣型研修
栃木

平成 年 月 日

～ 月 月
人 人 人

ぜん息患者教育スタッフ養成研修

大阪
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

東京
平成 年 月 日

～ 月 日
人 人 人

計 人 人 人
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ニーズを踏まえた事業改善の事例及び今後の事業への要望

１．ニーズを踏まえた事業改善

平成 年度事業参加者からのアンケート結果等を踏まえ平成 年度事業へ反映した事例

（１）水泳記録会、講演会、講習会等

要望等 反映事項、検討状況等

○水泳記録会

・ぜん息薬の吸入方法やピークフロー測定

など自己管理手法について指導して欲し

い。

○講演会、講習会

・専門医への相談、交流の機会を提供して

欲しい。

・学校等の現地に赴いての講習の実施

・実技指導の実施

・昨年度から実施している水泳記録会の開

始前の時間帯を利用した小児アレルギーエ

デュケーターによる吸入実技指導等を交え

たミニセミナーに加え、新たに全員参加型

実技指導（ピークフローメータを用いた実技

指導）を実施。

・参加申込時に事前質問の聴取、講演終了

後の質疑応答時間の確保、講師の同意を

得られた場合、講演終了後に個別相談会

を実施。

・出張型講習（講演）会の実施の促進

・座学中心ではなく、実技指導を取り入れた

講演会、講習会を開催。特に、アナフィラキ

シー症状緩和のための「エピペン®（自己注

射補助治療剤）」の使用方法についての実

技指導を実施。

（２）研修

要望等 反映事項、検討状況等

・水泳指導員の育成強化のためのカリキュ

ラムの充実

・実際の指導現場において実践的な内容を

修得するため、スポーツ医学や水泳指導の

専門家の講義を実施。

・地方公共団体が行うソフト３事業の事業

内容の事例紹介や企画・立案等の手順な

どを知りたい。

・今年度より予防事業の助成対象とした親子

ぜん息キャンプの実施事例をはじめ、地方

公共団体等の実施する事業の事例紹介を

実施。

-27-



要望等 反映事項、検討状況等

・小児気管支喘息治療・管理ガイドライン

の改訂に伴う最新情報の提供

・講義において、昨年改訂された「小児気管

支喘息治療・管理ガイドライン 」に基づ

く最新情報や、昨年保険適用となったアナ

フィラキシー症状緩和のための「エピペン®

（自己注射補助治療剤）」の使用方法を含

めた最新情報を提供。

・大気環境問題に関する情報の提供 ・環境改善研修の講義において、 及び

自動車 ・ 法を中心とした最新の大気

環境問題に関する情報を提供した。

２．平成 年度事業参加者のアンケート等により把握した今後の要望、意見等

講演会、講習会

要望等 反映事項、検討状況等

・自己管理方法習得のための支援 ・専門性の高いコメディカルスタッフによる

実演、体験、実技指導形式の促進。

・保育所、小学校の現場の教職員を対象と

した講習

・各保育所、小学校へ講師を派遣する出張

型講習会の実施。

・ の認知度向上のための啓発 ・「世界 デー」に合わせて啓発事業を

実施。

研修関係

要望等 反映事項、検討状況等

・コメディカルスタッフの養成の推進

（自己啓発や研修機会の提供など）

・「呼吸リハビリテーション指導者養成に係る

派遣型研修」における参加者増加の状況を

鑑み、機構独自の研修の開催を予定。

・地方公共団体間における意見交換、情

報交換を行う場の提供。

・地方公共団体間の連携強化のための意見

交換会の実施。

・業務が多忙で参加できなかった者へのフ

ォローアップ

・研修参加者の復習の機会を促進

・全地方公共団体へ研修テキストの送付、機

構の調査研究で開発した ラーニングシス

テムを活用した自己学習教材の運用、研修

終了後に指導の現場で活用するための統

一的な研修テキストの作成の検討。
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意見交換を実施した団体

公害健康被害補償制度と関係の深い患者団体及び 法人としてぜん息・ の予防や健康

の確保・回復に資する活動に取り組む患者団体との意見交換を下記のとおり実施した。

団体名

意見交換に係る趣

旨説明等を各団体

に対し個別に実施

開催日

全国公害患者の会連合会 平成 年 月 日

平成 年 月 日

公益財団法人 公害地域再生センター 平成 年 月 日

公益財団法人 水島地域環境再生財団 平成 年 月 日

法人 日本呼吸器障害者情報センター

（ ）
平成 年 月 日

法人 アレルギー児を支える全国ネット

（アラジーポット）
平成 年 月 日

法人 アレルギーを考える母の会 平成 年 月 日

法人 アレルギー友の会 平成 年 月 日

法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る

会（エパレク）
平成 年 月 日

法人 相模原アレルギーの会 平成 年 月 日
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ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための本格調査

及び事業改善に向けた検討状況

項 目 内 容

ソフト３事業の事業実施効果

の測定・把握のための本格

調査の実施

（平成 年度～）

・ 地方公共団体におけるソフト３事業の事業対象者に対し、統

一的な調査票を用いて、事業実施後及び事業実施２ヵ月後にア

ンケート調査を実施し、①参加した事業に対する評価、②行動

変容（事業実施前後における事業対象者本人や家族の取組の

変化）、③知識の普及・気づき、④事業参加前後の事業対象者

及び家族の の変化、⑤事業対象者本人のコントロール状

況の変化（症状の変化）を評価指標として事業実施効果を把握

した。平成 年度も継続してソフト３事業の事業実施効果の測

定・把握のための調査を行った。

事業改善に向けた今後の方

向性についての検討

（平成 年度～）

・ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための本格調査結

果を踏まえ、今後の事業改善に資するため、平成 年度にソフ

ト３事業の実施状況等に関するアンケート調査を実施し、平成

年度に地方公共団体へフィードバックした。

・その調査結果を踏まえ、平成 年度は事業効果や効率性の

高い事業の取組みを取りまとめた事例集の作成を行った。
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ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査報告 －抜粋－
（平成 年度本格調査結果 －中間報告－）

（平成 年 月 日～平成 年 月末までの回収データを集計）

１．行動変容

２．ＱＯＬの変化（学校等の欠席や行事不参加の回数）

３．知識の普及・気づき
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４．コントロール状況の変化（症状の変化）
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（参考）

【水泳教室】

１．行動変容

（１）行動変容の有無

（２）行動変容の内容

第 １ 位 自分の体調管理に気を配る ％

第 ２ 位 （家族が）環境の整備に気をつける ％

第 ３ 位 ぜん息に対し関心を持つ ％

２．ＱＯＬの変化

３．コントロール状況の変化（症状の変化）
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【ぜん息キャンプ】

１．行動変容

（１）行動変容の有無

（２）行動変容の内容

第 １ 位 ぜん息に対し関心を持つ ％

第 ２ 位 自分の体調管理に気を配る ％

第 ３ 位 積極的にからだを動かす ％

２．ＱＯＬの変化

３．コントロール状況の変化（症状の変化）
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ソフト３事業事例集－抜粋－

●健康相談事業（小児） プログラムを工夫している事例
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●機能訓練事業（水泳教室） 指導を工夫している事例
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平成２４年度新規環境保健調査研究課題の公募について

平 成 年 月 日

独立行政法人環境再生保全機構

予防事業担当理事 今井 辰三

独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）大気の汚染の影響による健康被害の予

防に関する調査研究課題の公募に関する取扱要領（平成 年細則第 号）第 条の規定に基づ

く調査研究の対象となる分野及び調査研究計画書の提出期限について以下のとおり公表しま

す。

１．調査研究の対象となる分野

（１）気管支ぜん息の発症予防に関する調査研究（公募分野：２分野）

① ぜん息発症予防のための客観的評価指標によるスクリーニング基準

② 乳幼児の早期治療、早期介入によるぜん息発症予防効果

（２）気管支ぜん息・ 患者の健康回復に関する調査研究（公募分野：６分野）

① 気管支ぜん息患者の効果的な長期管理支援のための患者アセスメント手法と評価に応じ

た患者教育プログラム

② 就学期の患者を対象とする新たな健康相談、健康教育のあり方

③ 吸入アレルゲン回避のための室内環境整備の手法と予防効果

④ 客観的指標によるぜん息コントロール状態の評価

⑤ のセルフマネジメント教育プログラムの開発及び効果的な介入方法

⑥ 呼吸リハビリテーションの実践及び客観的評価手法

（３）気管支喘息の動向等に関する調査研究（公募分野：１分野）

① 気管支ぜん息患者の予後と変動要因に関する調査研究

２．調査研究計画書の提出期限

平成 年 月 日（木）から平成 年 月 日（火）午後 時までに必着または持参の

こと。

３．その他

目的、予算規模、調査研究計画書の提出方法、調査研究課題の採択等については、別添書

類を参照して下さい。
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平成 年度環境保健分野に係る調査研究概要 新規研究課題

調査研究課題名 調 査 研 究 の 概 要

３分野９課題について実施

分野Ⅰ

気管支ぜん息の発症予防に関する

調査研究

１．ぜん息発症予防のための客観的

評価指標によるスクリーニング基

準

２．乳幼児の早期治療、早期介入によ

るぜん息発症予防効果

分野Ⅱ

気管支ぜん息・ 患者の健康

回復に関する調査研究

１．気管支ぜん息患者の効果的な長

期管理支援のための患者アセスメ

１－① 気管支ぜん息予防のための客観的かつテー

ラーメイド的予知のスクリーニング基準の確立

小児の 歳児健診時を対象に、問診（環境因子を

含む）、診察、血液検査および遺伝子検査による評

価に加えてぜん息発症の遺伝因子および遺伝－環

境関連因子と 歳児健診時までのぜん息発症の有

無との関連を網羅的かつ個別的（テーラーメイド的）

に分析する。

１－② ぜん息発症予防のための客観的評価指標に

よるスクリーニング基準

喘鳴について、多施設参加の検討により年齢的正

常値の算定を行い、肺音解析による乳幼児の喘息の

スクリーニングの基準を定める。咳嗽については、咳

嗽モニターにて、喘息の咳嗽と非喘息の咳嗽の相違

を検討し、喘息のスクリーニング基準を定める。

１－③ ぜん息患者の増悪及び未発症成人の発症

の予測のための気道バイオマーカーの確立とその大

気汚染物質の影響評価への応用に関する調査研究

ぜん息群においては、 中の各分子マーカーが

その増悪に伴いどう変動するかを検討しぜん息未発

症群では、その臨床経過、特にぜん息発症と大気汚

染レベルとの関連性を検討する。

新生児からの皮膚バリア機能保持・シンバイオティ

クス投与による吸入アレルゲン感作・喘鳴・喘息発症

の予防に関する研究

日常生活において実際に施行可能な予防法とし

て、生後早期からの皮膚バリア機能保持（保湿薬）と

腸内細菌叢の速やかな形成のためのシンバイオティ

クス（プロバイオティクスとプレバイオティクスの組み

合わせ）の両者の併用効果を検討する。

１－① 気管支ぜん息患者の効果的な長期管理支援

のための患者アセスメント手法と評価に応じた患者教
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調査研究課題名 調 査 研 究 の 概 要

ント手法と評価に応じた患者教育

プログラム

２．就学期の患者を対象とする新たな

健康相談、健康教育のあり方

３．吸入アレルゲン回避のための室内

環境整備の手法と予防効果

４．客観的指標によるぜん息コントロー

ル状態の評価

育プログラム

テイラー化教育プログラムの有効性を、服薬アドヒ

アランスの測定およびこれまでに開発した自己効力

感尺度得点の測定等によって検証する。さらに、テイ

ラー化教育プログラムの実用性を高めるために、プロ

グラム実施評価を基にした内容修正とともに、一般化

に向けて医療従事者の使用可能性を検討する。

１－② アレルギー専門コメディカルによる喘息・アレ

ルギー疾患自己管理・長期管理指導の質の向上、医

療の効率化に関する研究

小児アレルギーエデュケーターによる患者教育に

より、患者満足度、 、治療スキル、自己管理能力

の向上、長期管理の継続、発作時対応、環境整備等

が実施できるようになり治療効果、効率の向上を目

指す。

治療が必要とされる患者の抽出方法について、従

来の対象校からさらに他の地域、設立団体の学校等

も対象に加え、妥当性の検討を行う。また、臨床的指

標、検査的指標、経過観察からの妥当性についても

検討を行う。

室内アレルゲン対策方法として、既にダニやペット

に関しては確立しているが、実際の日本の室内環境

中の昆虫種や抗原量、対策については、現在の臨床

現場ではまだ不十分であると考えられるため、明確

に提示し、医師から患者まで広く普及することにより、

喘息の健康回復、発症予防に繋げる。

４－① 気道炎症、気道閉塞、および気道リモデリン

グに関するそれぞれの客観的指標を用いたぜん息コ

ントロール状態評価法の確立

成人喘息患者を対象に、気道炎症、気道狭窄に関

わる既存の評価指標に加え、新規の評価指標とし

て、気道リモデリングの評価指標や酸化ストレス由来

の気道炎症を評価する指標を測定するとともに、胸

部 を用いた気流閉塞の定量解析等を実施し、新

規の評価指標と臨床諸指標を対比し、その有用性を

検証する。

４－② 客観的指標による喘息コントロール状態の評

価

これまでの調査研究で作成した「ぜん息テキスト」に

ついて、「ぜん息テキスト」を用いて保健指導を行うと

ともに、 等の評価指標を取り入れ自己管理に有

用な自己評価の指標としての検証を行う。
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調査研究課題名 調 査 研 究 の 概 要

５． のセルフマネジメント教育プ

ログラムの開発及び効果的な介入

方法

６．呼吸リハビリテーションの実践及び

客観的評価手法

分野Ⅲ

気管支ぜん息の動向等に関する調

査研究

気管支ぜん息患者の予後と変動要

因に関する調査研究

４－③ 小児ぜん息の病態とコントロール状態を反映

する新しい客観的評価手法確立に関する研究

小児気管支ぜん息の新しい客観的評価手法として

強制オッシレーション法における適正な測定条件、基

準値を確立し、ぜん息コントロールテストの再評価も

行う事でより有効な利用法を確立する。

タブレット を用いた 患者のセルフマネジメ

ント教育システムの開発と効果的な介入方法に関す

る調査研究

患者を対象とした簡易で効果的なセルフマネ

ジメント教育の実践を可能とする、音声、イラスト、動

画等を用いたタブレット を擬人化するソフトを開発

し、さらに臨床試験により開発したソフトの有用性の

科学的エビデンスを確立する。

呼吸リハビリテーションの実践及び客観的手法に

関する研究

旧公害指定地区（東京・大阪・四日市・倉敷・北九

州・大牟田など）を含む各地域において、保健所、医

師会など各地域に現存する医療インフラを活用した

「地域リハビリテーションによる 地域病診連携

システム」を構築し、 の早期発見、早期治療介

入ならびに 進行の抑制（予防）の可能性を検

証する。

気管支喘息患者の予後と変動要因に関する調査

研究

気管支喘息は治癒可能な疾患か否かについて

は、未だ明確な解答はなく、吸入ステロイド薬が普及

してからの長期予後を検討した研究は国内外にほと

んど見られないため、小児喘息部門では、抗炎症治

療を受けた小児喘息患者の長期的予後を思春期、成

人期まで前方視的に調査していくことで、これら治療

の実施状況と症状の推移を把握し、成人喘息部門で

は、日本人成人喘息の発症、予後を主要評価項目と

した前向き研究を行うことで電子レセプト内容とメタボ

検診結果を併せて調査し、メタボ各因子が成人後喘

息発症や非寛解に関与するかを検討する。

-42-



 

 

 

 

平成 年度環境保健分野に係る調査研究概要＜継続研究課題＞

調査研究課題名 調 査 研 究 の 概 要

公害健康被害予防事業助成対象地域

におけるぜん息等の有症率と動向把

握について

１．小児気管支喘息の経年変化および

地域差に関する研究

２．小児喘息の有症率とその動向に関

する研究

３．成人ぜん息の有症率とその動向に

関する研究

過去３回（ 年、 年、 年）の有症率調査と

同一地域、同一対象校、同一方法により西日本

県、 万 千人～ 万 千人の学童を対象としてぜん

息等の有症率調査を実施し、ぜん息の経年変化や

地域差などについて検証する。

（調査対象地域（予定）：東京都、神戸市、北九州市、

大牟田市）

インターネットを利用して小児アレルギー疾患の疫学

調査の調査手法の評価と対象地域の有症率調査を

実施する。また、既存の調査との比較、インターネット

調査自体の再現性の検証を行うとともに、過去の調

査で課題であった季節変動性を踏まえた調査なども

実施する。

助成対象地域に居住している 歳以上の成人に対

し、インターネットを利用してぜん息有症率有病率を

調査する。また、現在のぜん息コントロール状況等に

ついて調査し、小児ぜん息の成人後の寛解状況を把

握する。

（調査対象地域（予定）：川崎市、富士市、東海市、四

日市市、尼崎市、倉敷市、北九州市等）
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公害健康被害予防に関する調査研究の評価について

１． 調査研究評価項目

事前評価 ： 調査研究の実施が決定されるまでに実施する。

年度評価 ： 各年度の調査研究の終了時（最終年度は除く）に実施する。

事後評価 ： 調査研究の最終年度終了後、調査研究成果が取りまとまり次第実施する。

注）各項目に係る評価は、基準となるＡ～Ｅの５段階評価結果を５点から１点に換算し、それ

ぞれの評価をした委員の数を乗じた値の平均点を算出している。

評 価 軸
事前

評価

年度

評価

事後

評価

個

別

の

評

価

軸

環境保健及び局地的大気汚染対策の推

進への貢献度
○ ○

研究成果目

標

明確性、的確性 ○

達成度 ○ ○

研究計画
適切さ ○

妥当性 ○ ○

内容の独自性（他との研究との差別化が

可能であるか）
○ ○

社会・経済に対する貢献度 ○ ○

総合評価 ○ ○ ○
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２． 環境保健分野

（１） 平成２４年度環境保健調査研究 事前評価

１ 気管支ぜん息発症予防のための客観的かつテーラーメイド的予知のスクリーニング基準の確立

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

２ ぜん息発症予防のための客観的評価指標によるスクリーニング基準

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

３ ぜん息患者の増悪及び未発症成人の発症の予測のための気道バイオマーカーの確立とその

大気汚染物質の影響評価への応用に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-45-



 

 

 

 

４ 新生児からの皮膚バリア機能保持・シンバイオティクス投与による吸入アレルゲン感作・喘鳴・

喘息発症の予防に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

５ 気管支ぜん息患者の効果的な長期管理支援のための患者アセスメント手法と評価に応じた患

者教育プログラム

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

６ アレルギー専門コメディカルによる喘息・アレルギー疾患自己管理・長期管理指導の質の向上、

医療の効率化に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-46-



 

 

 

 

７ 就学期の患者を対象とする新たな健康相談、健康教育のあり方に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

８ 吸入アレルゲン回避のための室内環境整備の手法と予防効果

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

９ 気道炎症、気流閉塞、および気道リモデリングに関するそれぞれの客観的指標を用いたぜん息

コントロール状態評価法の確立

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-47-



 

 

 

 

１０ 客観的指標による喘息コントロール状態の評価

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

１１ 小児ぜん息の病態とコントロール状態を反映する新しい客観的評価手法確立に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

１２ タブレット を用いた 患者のセルフマネジメント教育システムの開発と効果的な介入方

法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-48-



 

 

 

 

１３ 呼吸リハビリテーションの実践及び客観的手法に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

１４ 気管支喘息患者の予後と変動要因に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の適切さ

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-49-



 

 

 

 

（２）平成２３年度環境保健調査研究 事後評価

１ 健康相談事業の効果的な実践及び改善のための評価手法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

２ 気管支喘息のテーラーメイド的予知に基づく発症予防法と 調査票を導入した独創的評価

法の確立に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

３ 健康診査事業の効果的な実践及び改善のための評価手法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-50-



 

 

 

 

４ ぜん息キャンプ・水泳訓練教室・スケート教室の効果的な実践及び改善のための評価手法に関

する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

５ 喘息キャンプの効果的な実践及び改善のための評価手法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

６ ぜん息患者の自立を支援する長期管理に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-51-



 

 

 

 

７ 気道炎症評価にもとづく小児ぜんそく患者の効果的な長期管理法と自己管理支援の確立に関

する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

８ 気管支ぜん息患者の年齢階層毎の長期経過・予後を踏まえた健康相談・健康診査・機能訓練

事業の事業内容の改善方法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

９ 小児・思春期を対象とした健康相談・健康診査・機能訓練事業を効果的に実施するために事業

従事者が有すべき知識の体系化に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-52-



 

 

 

 

１０ 成人を対象とした気管支喘息患者に対する効果的な保健指導（患者教育）の実践に関する調

査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

１１ 『喘息死ゼロ』実現に向けた、薬剤師吸入指導の実態調査と吸入指導セミナーの効果検討に

関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

１２ ぜん息患者および未発症成人における気道炎症病態と大気汚染状況との関連に関する調査

研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-53-



 

 

 

 

１３ 吸入ステロイド薬服薬指導の実態と効果的な病薬連携、指導プログラムによる長期管理改善

に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

１４ 成人を対象とした気管支喘息患者に対する効果的な保健指導の実践に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

１５ 患者と公害認定患者に対する重症度別、簡便呼吸リハビリテーションプログラムの多施

設間無作為比較試験に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-54-



 

 

 

 

１６ 患者における日常生活活動性の定量評価法の確立に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

環境保健及び局地的大気汚染対

策の推進への貢献度

研究成果目標の明確性、的確性

研究計画の妥当性

内容の独自性（他との研究との差

別化が可能であるか）

社会・経済に対する貢献度

総合評価

-55-



 

 

 

 

（３）平成２４年度環境保健調査研究 年度評価

１ 気管支ぜん息発症予防のための客観的かつテーラーメイド的予知のスクリーニング基準の確立

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

２ ぜん息発症予防のための客観的評価指標によるスクリーニング基準

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

３ ぜん息患者の増悪及び未発症成人の発症の予測のための気道バイオマーカーの確立とその

大気汚染物質の影響評価への応用に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

４ 新生児からの皮膚バリア機能保持・シンバイオティクス投与による吸入アレルゲン感作・喘鳴・

喘息発症の予防に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

５ 気管支ぜん息患者の効果的な長期管理支援のための患者アセスメント手法と評価に応じた患

者教育プログラム

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

-56-



 

 

 

 

６ アレルギー専門コメディカルによる喘息・アレルギー疾患自己管理・長期管理指導の質の向上、

医療の効率化に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

７ 就学期の患者を対象とする新たな健康相談、健康教育のあり方に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

８ 吸入アレルゲン回避のための室内環境整備の手法と予防効果

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

９ 気道炎症、気流閉塞、および気道リモデリングに関するそれぞれの客観的指標を用いたぜん息

コントロール状態評価法の確立

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

１０ 客観的指標による喘息コントロール状態の評価

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価
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１１ 小児ぜん息の病態とコントロール状態を反映する新しい客観的評価手法確立に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

１２ タブレット を用いた 患者のセルフマネジメント教育システムの開発と効果的な介入方

法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

１３ 呼吸リハビリテーションの実践及び客観的手法に関する研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

１４ 気管支喘息患者の予後と変動要因に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価
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３．環境改善分野

（１）平成２４年度環境改善調査研究 事前評価

１ 局地汚染地域における重点対策地区設定手法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

局地的大気汚染対策の推進への貢献度

研究計画の適正さ

研究成果目標（目的）の明確性・的確性

内容の独自性

社会・経済に対する貢献度

総合評価

２ 大気環境改善のための費用対効果分析を活用した排出コントロール戦略に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

局地的大気汚染対策の推進への貢献度

研究計画の適正さ

研究成果目標（目的）の明確性・的確性

内容の独自性

社会・経済に対する貢献度

総合評価

（２）平成 年度環境改善調査研究 事後評価

１ 一般ユーザーに対するエコドライブの普及による大気汚染の改善手法に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

局地的大気汚染対策の推進への貢献度

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

内容の独自性

社会・経済に対する貢献度

総合評価
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（３）平成 年度環境改善調査研究 年度評価

１ 局地汚染地域における各種自動車排出ガス抑制対策効果評価手法の活用に関する調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価

２ 大気浄化植樹事業の効果の把握及び効果的推進のための調査研究

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 平均点

個別の

評価軸

研究成果目標の達成度

研究計画の妥当性

総合評価
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平成 年度新規環境改善調査研究課題の公募について

平 成 年 月 日

独立行政法人環境再生保全機構

業務担当理事 今井 辰三

独立行政法人環境再生保全機構大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究

課題の公募に関する取扱要領（ 年細則第 号）第 条の規定に基づく調査研究の対象となる

分野及び調査研究計画書の提出期限について以下のとおり公表します。

１．調査研究の対象となる分野

局地的な大気汚染の改善に係る施策の計画・評価に関する調査研究

２．調査研究計画書の提出期限

平成 年 月 日（水）から平成 年 月 日（火）午後 時までに必着又は持参のこと。

３．その他

目的、予算規模、調査研究計画書の提出方法、調査研究課題の採択等については、別添書

類を参照して下さい。
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平成 年度大気環境の改善分野に係る調査研究概要＜新規研究課題＞

調査研究課題名 調 査 研 究 の 概 要

局地的大気汚染対策に関する調査

研究

以下の４研究（継続課題含む）につい

て実施

① 大気環境改善のための費用対効
果分析を活用した排出コントロール

戦略に関する調査研究

② 局地汚染地域における重点対策地
区設定手法に関する調査研究

局所的な大気汚染地域における費用対効果の高い

地方公共団体の大気環境改善計画や排出削減対策

の策定に資することを目的として、局所的な大気汚染

地域を対象とし、費用対効果及び 分析を用いた

排出コントロール戦略に関する研究を行い、その成

果をマニュアル等に取りまとめる。

自動車 ・ 法に基づく「重点対策地区・指定

地区・周辺地域の指定」にあたって、必要な調査手法

を検討するとともに、対策内容及び対策導入時の排

出量削減効果について算定し、地方公共団体の参考

となる導入手法となるよう検討を行う。

平成 年度大気環境の改善分野に係る調査研究概要＜継続研究課題＞

調査研究課題名 調 査 研 究 の 概 要

③ 局地汚染地域における各種自動車
排出ガス抑制対策効果評価手法の

活用に関する調査研究

④ 大気浄化植樹事業の効果の把握
及び効果の推進のための調査研究

局地汚染地域におけるシミュレーションモデルを用

いた各種自動車排出ガス抑制対策の環境改善効果

の評価ツールの予測機能の強化や活用手法のマニ

ュアル化による地方公共団体における汎用性の高い

ツールとして整備するための検討を行う。

植樹による大気浄化効果の最新知見の整理、効

果の定量的評価法の検討、フォローアップ調査等に

よる事業効果の把握及びマニュアル等の整備による

事業の効果的推進のための検討を行う。
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平成 年度 ホームページの主な改定内容

区 分 内 容

ホームページ全般 ・ホームページ内の各コンテンツについて、目的のコンテンツを探

しやすく、またアクセスがしやすいようトップページに各コンテ

ンツへの入り口を配置した。

・パンフレットやイベントの申込みについて、ホームページ内のど

こからでもアクセスできるようグローバルメニューを設置し利便

性を向上した。

・子どもたちに大気環境やぜん息についてより楽しく学ぶために、

「ぜん息などの情報館キッズページ」及び「大気環境の情報館キ

ッズページ」を開設した。

ぜん息などの

情報館

・「ぜん息の基礎知識」内に動画コンテンツを設けるとともに、「ぜ

ん息の基礎知識」、「 の基礎知識」内の特に重要な専門用語

に解説を設け、より学びやすくした。

・「地方公共団体との事業」ページを開設し、主に地方公共団体で

予防事業に従事する方々向けに事業の実施状況や講演会、講習会

等の情報をまとめて紹介した。

大気環境の

情報館

・各コンテンツについて、大気環境に関する最新の情報・データ等

を反映した内容へと更新した。

・大気汚染の原因や歴史、大気環境改善に関する法令などについて

の概要や、地方公共団体や企業の取り組み事例を紹介するコンテ

ンツとして「大気を考える」を新設した。

情報館全体アクセス件数

（単位：件）

平成 年度 平成 年度
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年度 助成の種類 区分 イ案件 ロ案件 ハ案件 合計
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数

金額

※　平成16～23年度は確定値、平成24年度は交付決定値、平成25年度は内定値である。

イ案件：国内に主たる事務所を有する団体による開発途上地域の環境保全のための活動
ロ案件：海外に主たる事務所を有する団体による開発途上地域の環境保全のための活動
ハ案件：国内に主たる事務所を有する団体による国内の環境保全のための活動

地球環境基金助成金の推移

一般助成

発展助成

特別助成

小計

（単位：件、百万円）

Ｈ16年度

Ｈ17年度

Ｈ18年度

Ｈ19年度

計

Ｈ23年度
特別助成

Ｈ24年度

一般助成

一般助成

発展助成

特別助成

Ｈ25年度

小計

Ｈ22年度

一般助成

発展助成

Ｈ20年度

小計

Ｈ21年度

特別助成

一般助成

発展助成

小計

小計

一般助成

発展助成

発展助成

小計
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平成 年度助成金分野別件数内訳
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平成 年度助成金重点分野別件数内訳

平成 年度地球環境基金助成金に係る審査方針における重点配慮事項を踏まえ、決定

した 件（国内案件： 件、海外案件： 件）のうち、

① 重点配慮事項とした活動分野等の割合

分野又は項目 件数 割合

分

野

別

地球温暖化防止の分野 件 ％

生物多様性保全の分野

（自然保護・保全・復元、森林保全、環境保全型農業等）

件 ％

循環型社会形成の分野 件 ％

総合環境教育の分野 件 ％

項

目

別

東日本大震災・原発事故関連活動のうち上記分野に属さ

ないもの

件 ％

リオ＋２０関連のうち上記分野に属さないもの 件 ％

計 件 ％

② 海外の助成対象活動のうちアジア太平洋地域の割合

アジア太平洋地域 件 ％
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平成 25 年度地球環境基金助成金交付要望審査に当たっての重点配慮事項 

【活動分野の配慮事項】

１）地球温暖化防止に資する活動支援

年までには世界全体で温室効果ガスの排出量を半減させるため、わが国を

含む先進国全体で ％又はそれ以上の削減を図っていく必要がある。

一方で、平成 年 月 日に発生した東日本大震災・原発事故を契機にエ

ネルギー政策の見直しが喫緊の課題となっており、新エネルギー導入の促進、省

エネルギーの強化等にあらゆるセクターが取り組んでいくことが大きな課題とな

っている。

このような状況を踏まえ、更なる「低炭素社会」の実現に向けた取組について

引き続き重点的に支援する。

２）生物多様性の保全に資する活動支援

平成 22 年 10 月に生物多様性条約第１０回締約国会議で採択された「生物多様

性条約戦略計画 2011－2020（愛知目標）」及びこれを受けて平成 24 年 9 月に閣議決

定された「生物多様性国家戦略 」に掲げられた目標の達成に向けた取組

や、平成 23 年 10 月１日に施行された「地域における多様な主体の連携による生物

の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」に基づく有機的な連携によ

る生物多様性保全のための活動、並びに平成 23 年 3 月に策定された「海洋生物多

様性保全戦略」で示された海洋の生物多様性保全や生態系サービスの持続可能な

利用を推進する活動について重点的に支援する。

また、多様な生態系を有し、生物多様性が豊かなアジア太平洋地域における環境Ｎ

ＧＯ・ＮＰＯの活動に期待がかかることから、アジア太平洋地域における自然環境保

全に資する優れた活動について積極的な支援を行う。

 
３）循環型社会の形成に資する活動への支援

平成 20 年 3 月に策定された「第二次循環型社会形成推進基本計画」を踏まえ、

循環型社会と低炭素社会・自然共生社会への取組の統合、各主体が連携・協働し

た３R の取組等に資する活動への支援を進める。 
 

【分野横断的な活動に対する配慮事項】 
１）東日本大震災に関連する環境保全活動への支援

東日本大震災・原発事故により甚大な被害を受けた被災地において、産業・生

活の基盤ともなる自然環境の現状把握及び再生・復元活動や自然との共生を考え

た持続可能な地域づくり・街づくりなど、震災に関連する環境保全活動について

支援する。 
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２）パートナーシップ（協働）に基づく環境保全活動への支援

環境保全活動・環境教育推進法が平成２３年６月に改正され、平成２４年１０

月に施行された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」（以下「環

境教育等促進法」という。）において、環境教育等の基盤強化並びに環境保全に関

する体験機会の提供や環境行政への民間団体の参加及び協働取組の推進が規定さ

れていることを踏まえ、市民、民間団体、事業者、行政の連携･協力によるパート

ナーシップに基づく活動について重点的に支援する。 
あわせて、類似分野で活動する団体などが連携してネットワーク化を図る活動

及びパートナーシップ推進の基礎として重要な環境ＮＧＯ・ＮＰＯを支援する活

動（中間支援的な活動）についても積極的に支援する。 

３）環境教育、持続可能な開発のための教育（ESD）等の推進のための活動支援 
「国連持続可能な開発のための教育の 年（ＵＮＤＥＳＤ）」の動きや学校におけ

る環境教育の関心の高まりなどを踏まえ、自然との共生の哲学を活かし、人間性豊か

な人づくりにつながる環境教育をなお一層充実させるため、「環境教育等促進法」に

基づき、環境保全活動・環境教育を推進する実践的な人材の育成が求められている。

これらを受けて、国内及び開発途上地域における環境教育・学習や人材育成の

推進のための取組を支援する。あわせて、問題解決のための政策提言策定のため

の活動についても支援する。

４）国際的な環境保全活動への支援

国際的な環境保全活動の重要性が増す中で、平成 24 年 6 月にブラジルのリオ・デ・

ジャネイロで国連持続可能な開発会議（リオ＋20）が開催され、国際社会全体として

グリーン経済へ移行することの重要性が認識、共有された。また、同会合で採択され

た成果文書の中で持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）の策

定に向けた準備プロセスが合意されたことは、リオ＋20 の大きな成果のひとつである。

こうした国際的な動きの中で、我が国の環境ＮＧＯ･ＮＰＯがより質の高い国際貢献を

果たすため、世界的な会合の開催やネットワークの形成、国際的パートナーシップの

形成や既存のネットワークとの協力などグローバルな活動に対する支援を行うととも

に、環境ＮＧＯ･ＮＰＯが行う開発途上地域での環境協力についても引き続き配慮する。

開発途上地域の活動支援に当たっては、ASEAN 地域などのアジア太平洋地域での活動

を中心として地域における低炭素社会推進及び気候変動の適応のための能力強化等に

ついて重点化を図る。 
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＜平成２３年度事後（終了年次）評価結果（実践 生物多様性保全分野）＞

区

分
団体名 プロジェクト名（平成 年度） 活動形態 活動分野 調査日

総合

評価

ハ 森林塾青水

多面的価値のある草原を持続的に

保全する仕組みを構築「上ノ原ス

スキ草原再生・活用プロジェクト」

実践
総合環境保

全活動
～

ハ
（特定）オオタカ保

護基金
サシバと共生する里山づくり 実践

総合環境保

全活動

ハ

全国ブラックバス

防除市民ネットワ

ーク

市民による「外来魚のいない水辺

づくり」活動
実践

自然保護・

保全・復元

～

ハ
仙台広域圏 ・

運営委員会

宮城県ぐるみで を推進する仕

組みづくり
実践

総合環境教

育
～

イ
ウータン・森と生活

を考える会

インドネシア、日本等での【違法

材調査と停止依頼】と、ラミン、

ウリン等の【原生種植林】実施等

による泥炭湿地林の絶滅危惧種保

全及び温暖化防止対策など

実践
森林保全・

緑化

～

＜参考＞ イ案件：日本国内に主たる事務所を有する団体が開発途上国の環境保全のために行う活動

ロ案件：海外に主たる事務所を有する団体が開発途上国の環境保全のために行う活動

ハ案件：日本国内に主たる事務所を有する団体が国内の環境保全のために行う活動
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＜平成２４年度事後（終了年次）評価実施状況（実践 循環型社会形成など分野）＞

区

分
団体名 活動名 活動分野 調査日 実施地

ハ ねっとわーく福島潟
福島潟の環境保全と普及活動―より多様

な生き物の棲める環境復元をめざして

自然保護・

保全・復元
～ 新潟県

ハ
（特定）おおいた環

境保全フォーラム

ベッコウトンボの保護のための生息地ネ

ットワーク構築を目指す自然体験型ビオ

トープ創出事業

自然保護・

保全・復元
～ 大分県

ハ
（特定）地球市民の

会

インレー湖流域の自然資源利活用による環

境改善プロジェクト ～持続可能な循環型

社会形成を目指して～

循環型社会

形成

～
ミャンマ

ー連邦共

和国

ハ
（特定）西表エコツ

ーリズム協会

西表島における環境教育の社会的意義の

認識と人材育成のための活動

総合環境教

育

～
沖縄県

イ

（特定）エコ・リン

ク・アソシエーショ

ン

東シナ海のサンゴを守り育てる活動と「海

とともにある暮らし」創造事業

自然保護・

保全・復元

～
鹿児島県

＜参考＞ イ案件：日本国内に主たる事務所を有する団体が開発途上国の環境保全のために行う活動

ロ案件：海外に主たる事務所を有する団体が開発途上国の環境保全のために行う活動

ハ案件：日本国内に主たる事務所を有する団体が国内の環境保全のために行う活動
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助成事業に関するフォローアップ調査について

①フォローアップ調査の目的

地球環境基金の助成を受けた活動について、その後の活動状況及び波及効果、組織の発展等につ

いて調査し、他団体の参考に供するとともに、助成事業の一層の充実を図ることを目的としてアン

ケートによる調査を実施した。

アンケート調査は、平成 年度から平成 年度までの 年間継続して助成を受けた団体に対し

実施した。調査団体数及び回収率は表１のとおり。

表１ 調査団体数及び回収率

調査団体数 回収団体数 回収率

32 件 31 件 96.9％

②活動の継続実施状況について

）活動の継続実施の有無

「助成活動は、継続して実施していますか」という質問等に対し、「その後も継続して実施してい

る（助成金を受けて活動を発展させての継続含む。）」と回答があった団体は 31団体中29団体（93.5％）

であった。（表２） 
 
表２ 活動の継続実施の有無 

区 分 件 数 
団体数(a) 31 件 
継続実施件数(b) 29 件 
継続していない(c) 2 件 
継続率（b/a） 93.5% 

 
助成終了後も活動を継続している団体の割合は極めて高い。活動を継続していない団体は 2 件

（6.5％）であった。 
「継続していない」理由としては、「団体内部の問題から活動を休止又は団体を解散した」（1 件）、

「資金不足のため実践できなかった」（1 件）であった。 
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２）活動の継続実施の規模 
活動の継続実施の規模については、回収団体 31 件の回答は次のとおりである。（表３） 

 
表３ 継続実施の状況・活用状況について（複数回答可）  

回 答 項 目 
対象団体数 31 件 

件数 
対象団体数

に対する率 

ア．活動規模や対象地域を拡大して実施している 4 12.9% 

イ．活動内容を充実又は発展させて実施している 11 35.5% 

ウ．助成を受けた当時と同程度の活動規模・内容で実施している 5 16.1% 

エ．活動の一部を縮小して実施している 8 25.8% 

オ．規模を縮小し既存事業の中で実施している 3 9.7% 

カ．実施していない 2 6.5% 

 
このうち「ア：活動規模や対象地域を拡大」し、かつ「イ：活動内容を充実、発展させて実施し

ている」の両方に回答した団体（アとイに回答）は 31 件中 0 件あり、助成を受けた当時と規模・内

容が同程度以上で実施している団体（ア～ウのいずれかに回答）は 20 件（64.5％）であった。 
 
一方、「エ：活動の一部を縮小して実施している」または「オ：規模を縮小し、既存事業の中で実

施している」と回答した団体は 11 件であった。なお、その理由については、次のとおりであった。 
・ 資金不足（6 件） 
・ 人材不足（1 件） 
・ 活動自体が終了に近づいているため（1 件） 
・ 東日本大震災被災地の復興に力を入れているため（1 件） 
・ 助成当時のような活動を必要としていないため（1 件） 
・ 無回答(1 件) 
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3）活動継続に関わる財源 
活動を継続している 29 件の団体における活動の財源については次のとおりであった。（表 4） 
 

表 4 継続実施に当たっての支援・財源（複数回答可） 

回 答 項 目 
対象団体数 29 件 

件数 対象団体に対する率 
①地球環境基金以外の国等の機関から支援を受けて実施している 8 件 27.6％ 
②地球環境基金の助成金を受けて実施している 9 件 31.0％ 
③民間企業から支援を受けて実施している 4 件 13.8％ 
④他の支援を受けて実施している 7 件 24.1％ 
⑤会費や参加費等の自己財源で実施している 17 件 58.6％ 
⑥その他 3 件 10.3％ 

 
上記の表 4 では複数回答可であるため、１つの団体で複数の回答項目を選択しているケースがあ

るため、その詳細が把握できない。そこで重複した団体について財源の内訳を整理すると、次のと

おりである。 
 
ア,会費や参加費等の自己財源だけで継続実施している団体 

（⑤を選択した 17 件のうち⑤のみを選択した団体） （9 件 31.0％） 
 

イ,複数の財源を得て継続実施している団体（①～⑥の複数を選択した団体） 
   （14 件 48.3％） 

ウ,主とする財源について回答した団体 
（①～⑥のいずれかを継続実施に当たっての主な財源として選択した団体） （21 件 72.4％） 

 
さらに、ウ．主な財源について回答した団体の財源の内訳は、次のとおりである（表 5） 

 
表 5 主とする財源の内訳  

回 答 項 目 
対象団体数 21 件 

件数 対象団体に対する率 
① 地球環境基金以外の国等の機関から支援を受けて実施している 3 件 14.3％ 
② 地球環境基金の助成金を受けて実施している 6 件 28.6％ 
③ 民間企業から支援を受けて実施している 1 件 4.8％ 
④ 他の支援を受けて実施している 2 件 9.5％ 
⑤ 会費や参加費等の自己財源で実施している 9 件 42.9％ 
⑥ その他 0 件 0％ 
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４）活動の継続実施の規模と継続実施にあたっての財源との関係（クロス集計） 
活動の継続実施の規模と継続実施にあたっての財源の関係を整理すると、次のとおりであった。

回 答 項 目 件数
外部資金を得て

活動を継続

自己資金のみに

より活動継続

ア．活動規模や対象地域を拡大して実施 

イ．活動内容を充実又は発展させて実施

4 
 

11 
12 2  

ウ．助成を受けた当時と同程度の活動規模・内

容で実施
5 2 3  

エ．活動の一部を縮小して実施 

オ．規模を縮小し既存事業の中で実施

8 
 
3 

7 4  

※上記表においてアとイで複数回答している団体があるため合計件数にズレがある

２）活動の継続実施の規模において「ア：活動の規模や対象地域を拡大して実施している」若し

くは「イ：活動内容を充実又は発展させて実施している」と回答した団体は 31 件中 15 件であった。

そのうち、３）団体の活動継続に係る財源のうち、「何らかの外部資金を得て継続している団体」は

12 団体で、「会費や参加費等の自己財源のみで実施している団体」は 2 団体であった。

一方で「エ：活動の一部を縮小して実施している」若しくは「オ：規模を縮小し、既存事業の中

で実施している」と回答した団体 11 件のうち、「何らかの外部資金を得て継続している団体」は 7
団体で、会費や自己財源のみで実施している件数は 4 件であった。
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③活動の波及効果について

助成活動の実施により、「波及効果があった」と回答した団体は、31 団体中 29 団体（93.5％）で

あった。（表６）

※波及効果について「特にない」と回答した 2 団体は、２）活動の継続実施の規模において共に

「活動の一部を縮小して実施している」と回答している。

表６ 活動による波及効果について（複数回答可）

回 答 項 目 
対象団体数 31 件 

件数 
対象団体数

に対する率 
ア．貴団体の活動を参考にして、他の団体でも類似の活動を実

施するようになった 
6 件 19.4% 

イ．貴団体の活動を参考にして、類似の活動を行う団体が新た

に設立された 
1 件 3.2% 

ウ．他の団体から問合せ又は説明依頼があった 17 件 54.8% 
エ．他団体等とのネットワークが構築された 16 件 51.6% 
オ．その他 10 件 32.3% 
カ．特にない 2 件 6.5% 

 
波及効果の具体的な内容について、回答が多かったのは、「ウ：他の団体から問合せ又は説明依頼

があった」の 17 件(54.8%)であり、次いで「エ：他団体等とのネットワークが構築された」の 16 件

(51.6%)が多かった。対象団体 31 団体のうち 21 団体が上記のいずれかを助成活動の波及効果である

として回答している。 
また、助成活動を参考にして、「ア：他団体で類似の活動を行うようになった」若しくは「イ：類

似の活動を行う団体が新たに設立された」団体（ア～イのいずれかに回答）は 7 件（22.6%）であ

り、その両方に回答した団体は 0 件であった。 
なお、「その他」に回答した団体の波及効果の内容について、主なものは次のとおりである。 

・ 行政との協働が進んだ（2 件） 
・ 講演を依頼されるようになった（1 件） 
・ 活動への参加者が増加した（2 件） 
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④団体の活動・組織上の効果について

「助成活動を実施したことにより、団体の活動又は組織上どのような効果がありましたか」とい

う質問に対し、31 団体中 29 団体（93.5%）が何らかの効果があったと回答した。 
（表 7） 
※ 団体の活動・組織上の効果について「特にない」と回答した 2 団体は、２）活動の継続実施の規

模において「助成を受けた当時と同程度の規模・内容で実施している」と「実施していない」と

回答している。 
 

表 団体組織への効果の有無（複数回答可）

回 答 項 目

対象団体数 31 件

件数
対象団体数

に対する率

ア．NPO 等の法人格を取得した 1 件 3.2% 
イ．団体内の人材の育成や活動を続ける自信につながり、組織が活性

化した 18 件 58.1% 

ウ．会員等が増え、組織が拡大した 1 件 3.2% 
エ．団体に対する行政や企業、住民等の信頼感や信用度が増した 17 件 54.8% 
オ．地球環境基金助成金が呼び水となって、資金が集まるようになっ

た 2 件 6.5% 

カ．その他 9 件 29.0％ 
キ．特にない 2 件 6.5％ 

「イ：団体内の人材の育成や活動を続ける自信につながり、組織が活性化した」と回答した団体

が 18 件（58.1%）、次いで「エ：団体に対する行政や企業、住民等の信頼感や信用度が増した」と

17 件（54.8%）もの団体が回答している。 
対象団体 31 団体のうち 27 団体が上記のいずれかを助成活動の効果であるとして回答している。 

 
また、「会員等が増え、組織が拡大した」と回答した団体は 1 件（3.3%）であった。なお、その団

体の会員数の増加率は 16％であった。 
 
また、今回のフォローアップ調査から助成事業のその後の顕著な成果として、以下の結果が明ら

かになった。 
 

団体名 表彰名 
インドネシア教育振興会 第４回かめのり賞 (公益財団法人かめのり財団) 
Bagong Pagasa Foundation Edouard Boema award (国際連合食糧農業機関) 

全国野鳥密猟対策連絡会 環境省自然環境局局長賞 (野生生物保護功労者) 
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⑤組織の拡充について 
「会員や資金の増加など、組織の拡充につなげるために、団体として何が必要と考えられるか」

との設問について、次のような回答があった。 

・ 活動内容の周知方法の確立や広報活動の拡大（7 件） 
・ 人材の育成や確保（4 件） 
・ 活動の継続実施（2 件） 
・ 活動資金調達のための体制組織（4 件） 
・ 地域・企業との連携や協力体制の確立・拡充（3 件） 
・ 地球環境基金の認定制度等の発足（1 件） 
・ 認定 NPO 法人格取得（1 件） 
・ 事務局の組織マネジメントの強化（1 件） 
・ 目に見える成果(2 件) 
 
⑥助成金で行った事業の、その後の成果・反響等について

「助成金で行った事業について、その後の成果・反響等」について、次のような回答があった。

・ 助成活動や、活動の成果物が新聞やメディア等で取り上げられた。 1 件

・ 助成活動が地域、社会に根付き、活動が自主的に行われるようになった。（1 件）

・ 個人レベルでの問い合わせが増えた（1 件）

・ 行政の事業に取り入れられるようになった 2 件

⑦まとめ

今回のフォローアップ調査により、助成事業終了後も外部資金を得て活動を継続実施している団

体が多く、地球環境基金の助成が、地域の人々のニーズに応えた民間活動の創意工夫を活かした先

駆性、斬新性を有する活動に役立っていることが確認できた。 
また、活動についての問い合わせや説明依頼、助成事業をきっかけにした他団体とのネットワー

クの構築を調査団体の半数以上が地球環境基金助成事業の効果であると回答していることから、地

球環境基金の助成が、会員拡大・寄付増加・行政などとの連携促進等の社会的な信用拡大に寄与し

ていることが伺える。 
さらに、ほとんどの団体が、活動の実施によって組織に何らかの効果を上げており、27 もの団体

が「団体内の人材の育成や活動を続ける自信につながり、組織が活性化した」「団体に対する行政や

企業、住民等の信頼感や信用度が増加した」のどちらかを助成事業の効果であると回答しており、

地球環境基金のミッションである「環境保全に取り組む NGO・NPO の強化」という成果を得てい

るものといえる。 
今後とも、地球環境基金助成金による効果を検証していくため、継続してフォローアップ調査を

実施するとともに、その結果はホームページで公表していくこととしたい。 
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＜平成24年度研修・講座実施状況＞

研修・講座名 開催場所 開催日 定員 参加者数
（有意義回
答率）

地球環境基金助成団体活動報告会 東京都豊島区 10月13日（土）、14日（日）

北海道上川郡東
川町

11月23日（金・祝）、24日（土）

愛知県名古屋市 12月15日（土）、16日（日）

京都府京都市 10月13日（土）、14日（日）

愛媛県松山市 12月8日（土）、9日（日）

愛知県、岐阜
県、三重県

11月～12月

東京都千代田区
11月18日（日）、12月16日（日）、1月14
日（月・祝）、20日（日）、27日（日）

広島県広島市
10月20日（土）、21日（日）、27日（土）、
28日（日）

長崎県佐世保市
12月15日（土）、16日（日）、1月12日
（土）、13日（日）、26日（土）、27日（日）

（延べ
60）

環境保全戦略講座（地球温暖化防止分野） 東京都新宿区 10月27日（土）、28日（日）

環境保全戦略講座（生物多様性保全分野） 岡山県岡山市 12月15日（土）、16日（日）

環境保全戦略講座（循環型社会形成分野） 京都府京都市 11月24日（土）、12月1日（土）、8日（土）

環境保全戦略講座（環境教育分野） 東京都渋谷区 11月10日（土）、17日（土）

環境保全戦略講座（環境アセスメント分野）
大阪府大阪市・
堺市

10月27日（土）、11月11日（日）

東京都千代田区 11月10日（土）、11日（日）

福島県福島市 12月22日（土）、23日（日・祝）

国際協力講座

海外派遣研修 マレーシア
事前研修：8月4日（土）、5日（日）
現地研修：8月25日（土）～9月13日（木）
研修報告会：10月27日（土）

実施せず（効果的な企画の提案がなされなかったため）

地球環境基金助成事業の進捗状況の把握

環境保全戦略策定能力の向上

国際協力の推進

地域の環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動の推進

環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動推進・組織運営講座

環境ＮＧＯ・ＮＰＯレベルアップ研修

環境ＮＧＯ・ＮＰＯのための講師派遣による
組織運営講座

実施せず（効果的な企画の提案がなされなかったため）

実施せず（効果的な企画の提案がなされなかったため）

環境保全戦略講座（重点分野）
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平成 24 年度研修・講座のアンケート結果・意見・要望等 
 
１．平成 24 年度研修・講座アンケート結果 
（１） 開催してほしい研修・講座のテーマや提供してほしい情報（環境保全活動）：588 件 

 
（２） 開催してほしい研修・講座のテーマや提供してほしい情報（組織運営力）：608 件 

 
 
２．研修・講座運営団体からの意見・要望・提案等 

①研修・講座受講から一定期間経過後の受講生に対するフォローアップ調査や、教室

形式・出前形式を組み合わせた講座を行えるよう、研修・講座の企画・運営業務を複

数年契約にしてはどうか。 
②研修・講座を体系化し、全体の計画を開催場所・開催スケジュールを含めて一覧表

示しアピールしてみたらどうか。 
③これまでに開催した研修・講座の良かった点・改善点を整理し、打ち合わせ時にフ

ィードバックしてほしい。 
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広報募金活動の取組状況 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 
○東京新聞に記事広告掲載（国際

生物多様性の日の前日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○パンフレット等設置場所拡大

（エネルギー環境学習施設、皇居

外苑、新宿御苑、京都御苑） 
○手書きメッセージ入りサンク

スカードを添えた領収書の発

行 
○セゾンカード、UC カードの永

久不滅ポイントによる寄付 
○クレジットカード（VISA、

Master）による寄付 
○「本 de 寄付」による寄付 
 
 
 
 
 
 
 
・継続・高額寄付者に対する理事

長の御礼のための訪問 

○東京新聞に記事広告 2 回掲載

（国際生物多様性の日及び次

年度の助成事業の募集内容が

決まった時期） 
○環境関連の情報誌「ソトコト」

（3 月号：特集「社会貢献大特

集」）に記事広告掲載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「スマイル・エコ・プログラム」

による寄付 

 
 
 
 
○環境関連の情報誌「ソトコト」

（2 月号：記事広告掲載）  
 
○「朝日新聞 Do Good Gazette」
に助成金募集案内等掲載 
○日経エコロジーに助成金募集

案内等掲載（1 月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「スマイル・エコ・プログラム」 
・大掃除の時期（12 月）に合わ

せ横浜、川崎の地域に新聞の折り

込みを配布（40,000 部） 
・引っ越しの時期（3 月）に合わ

せ賃貸情報サイト「CHINTAI ネ
ット」にバナー広告を掲載 
 
 
○助成活動への理解を深める為

助成活動を取りまとめた広報誌

「環境問題に挑戦する NGO・

NPO」を作成 
 

-80-



寄付金・件数の推移について 
 

 

（単位：千円）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

（単位：件）

H23年度と比較して

寄付件数は106件増加。

寄付金額も大口寄付が

減少する中ではあるが

小口寄付は853千円増

加

寄付金額（単位：千円）
全体寄付金額
小口寄付金額(100万円未満)
大口寄付金額(100万円以上)
全体寄付者件数
大口寄付者件数
小口寄付者件数

寄附件数

大口寄付金額（100万円以上）

小口寄付金額（100万未満）
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地球環境基金造成状況について

（単位：件、百万円）

区 分
政府出資金 民間等出えん金 合 計

件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成 ～ 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

累 計
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ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物処理基金業務について

１．目的

（１）中小企業者等が保管する大型のポリ塩化ビフェニル廃棄物（トランス・コンデンサ等）

の処理に要する費用の軽減 （軽減事業）

（２）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に際しての環境状況の監視・測定、安全性の確保に係

る研究・研修の振興促進 （振興事業）

２．造成の方法

（１）国及び都道府県は、補助金その他の方法により、機構に対して資金を拠出する。

（２）産業界等（製造者等）に対しては、環境大臣が資金の出えん等の協力要請を行う。

３．ＰＣＢ処理基金のスキーム

ＰＣＢ廃棄物処理基金

中小企業等の保管する
ＰＣＢ廃棄物の処理費用

環境大臣が指定する処理事業者（日本環境安全事業㈱）

産業界等

環境状況監視・測定、安全性の
確保に係る研究・研修の費用

独立行政法人環境再生保全機構

国・都道府県

補助金 出えん金
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日本環境安全事業株式会社

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の実施状況について

※（平成 年 月現在）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業所別処理対象都道府県 
 
■北海道事業 
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨 
・長野 

■東京事業 
埼玉・千葉・東京・神奈川 

■豊田事業 
岐阜・静岡・愛知・三重 

■大阪事業 
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 

■北九州事業 
鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎 
・鹿児島・沖縄 
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ポリ塩化ビフェニル（ ）廃棄物処理基金拠出状況について

（単位：千円）

年度区分 国 都道府県 民間出えん金

平成 ～ 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

累計額
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維持管理積立金管理業務について

１ 目的

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成 年法律第 号）に基づき、

環境省令で定める最終処分場の設置者が、埋立処分終了後に必要となる維持管理費用を埋立期間

中に環境再生保全機構に積み立て、埋立終了後は徐々に必要な額を取り戻して適正な維持管理を

行おうとするものである。なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平

成 年法律第 号）により、これまで維持管理積立金の対象外であった最終処分場についても

平成 年 月 日より対象となった。

２ 制度の概要

（１）積立て義務

特定最終処分場の設置者は、埋立終了後の維持管理を適正に行うため、埋立開始から埋立

終了までの毎年度、各処分場ごとに、都道府県知事が一定の基準に従い算定した額の金銭を

維持管理積立金として環境再生保全機構に積み立てるものとする。

（２）積立金の管理

維持管理積立金は、環境再生保全機構が管理するものとする。

（３）積立金の取り戻し

特定最終処分場の設置者は、埋立終了後、最終処分場に係る維持管理を行う場合は当該処

分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができるものとする。

３ 維持管理積立金のスキーム

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

都道府県知事 環境再生保全機構 

最終処分場の設置者 

埋立期間中、毎年

度、維持管理積立

金を積立 

積み立てるべき維

持管理積立金の額

の算定・通知 

埋立終了後、維持管理

費用を取り戻し 

-86-



平成 年度広報実施計画（概要）

１．広報活動の目的

石綿健康被害救済事業を様々な広報を通し広く患者さんや関係者等に周知することで、申請

手続きを容易に進めることができるように支援を行うとともに、事業の浸透を図る。

【基本的考え方】

・医師等の医療関係者及び医療機関等への広報・情報提供に力を注ぐ

・広報対象地域は、全国を対象としつつ、石綿製品を製造していた工場の周辺等特定の

地域に対してはより丁寧な広報を行う

・石綿製品の使用等が多かった業種に対する広報を行う

・制度の受付窓口の一つとして重要な役割を担っている保健所等への情報提供を行うと

ともに、患者等への周知に関して保健所等の特性を踏まえた支援を求める

【 年度の広報内容についての基本方針】

・広報の内容

石綿健康被害救済制度に関する一般的な広報を実施する。

・広報の対象

医師等医療関係者、患者、特定の地域の住民、特定業種の関係者、一般、保健所等

を対象に広報を行う。

・広報の手段

年度までの実績及び予算を踏まえ、広報の効果が見込める媒体を適切に選定する。

年度の広報手段の選定のため、広報の効果測定・申請者へのアンケートを実施する。

また、専門家の意見を聴取し、それを参考に広報計画を作成する。
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２．広報対象と媒体

正確かつ迅速な情報伝達のために広報対象ごとに媒体を選択。

広報対象 広報目的 媒体等 媒体等選定理由

医師等、医療

関係者

①患者への制度の

周知の依頼

②石綿関連疾患の

診断技術の最新情

報の提供

医師・医療関係者向け専門誌
医師・医療関係者への到

達率が高い

学会でのセミナー開催及びパンフレッ

ト配布

石綿関連疾患に関る医

師・医療関係者に対して直

接情報を提供できる

患者、家族
患者及び家族に周知

を行う
一般向け医療雑誌

患者及び家族に到達率が

高い

特定地域

住民

工場周辺住民、周知

事業の結果から、広

報強化が必要な地域

に周知を行う

新聞（地方紙）

特定地域の住民への到達

率が高い

一般 制度を広く周知する 

新聞（全国紙）、一般雑誌、 、交

通広告

全国を対象とした効果的

な広報ができる

住民相談会
患者等に対して直接説明

ができる

保健所等
窓口業務に必要な

情報の提供
保健所担当者説明会

担当者に対して直接説明

ができる
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平成 年度 広報実績一覧

事項 内容

労災制度との連携

による新たな広報

の取り組み

救済制度（環境省・機構）と労災制度（厚生労働省）と個々に周知して

いたが、制度対象者の申請手続きの負担軽減を考え、両制度を対比した内

容のリーフレットとポスターを環境省、機構及び厚生労働省の三者で作成

し、関係機関に配布

機構からの配布部数

配布先 個所 リーフレット ポスター

保健所 部 部

社団法人日本病院会各病院 部 部

合計 部 部

申請受付窓口等の

関係機関に対する

広報

石綿健康被害救済制度のポスター及び大阪支部の廃止のリーフレットを

作成し、関係機関に配布

配布先 個所 リーフレット ポスター

保健所（支部管轄） 部 －

自治体（支部管轄） 部 －

保健所 － 部

自治体 － 部

合計 部 部
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事項 内容

広報の実施

）一般を対象とした

広報

）患者、家族を対象

とした広報

① 新聞による広報

地方紙：北海道新聞、東奥日報、岩手日報、河北新報

秋田魁新報、山形新聞、福島民報、福島民友、茨城新聞

下野新聞、上毛新聞、埼玉新聞、千葉新聞、東京新聞、神奈川新聞

山梨日日新聞、新潟日報、北日本新聞、北國・富山新聞、福井新聞

信濃毎日新聞、静岡新聞、岐阜新聞、中日新聞、伊勢新聞、京都新聞

神戸新聞、産経新聞大阪本社、奈良新聞、日本海新聞、山陰中央新報

山陽新聞、中国新聞、山口新聞、徳島新聞、四国新聞、愛媛新聞

高知新聞、西日本新聞、佐賀新聞、長崎新聞、大分合同新聞

熊本日日新聞、宮崎日日新聞、南日本新聞、沖縄タイムス

＊このうち、中日新聞、神戸新聞において、読者アンケートによる効

果測定を行った。

② 交通広告による広報

ア 九州新幹線のＬＥＤ広告を利用した広報（ 年 月～ 月）

イ 首都圏のＪＲへのポスター掲載（まど上）（ 年 月）

ウ 関西私鉄 京阪、阪神、近鉄 へのポスター掲載 ドア横 （ 年 月）

③ インターネットを活用した広報

ア ホームページでの情報提供

・受付・認定等状況、住民相談会のお知らせ 等

「アスベスト（石綿）健康被害（救済給付）」のアクセス数 件

（前年度 件）（＊月別の詳細については、資料 石綿 参照）

イ リスティング広告の実施

検索ワードを活用し機構石綿トップページへのアクセスを促す

・ ： 年 月～ 月

・ ： 年 月～ 年 月

ウ ネットを活用したバナー広告の実施（ 年 月～ 月、 月～

年 月）

① 医療機関のメディアを活用した広報の実施

医療機関の待合室に設置されているディスプレイに 秒の映像広告を

放映
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事項 内容

）医師等医療関係者

を対象とした広報

特定業種に向け

た広報

ア ホスピタルチャンネル（ 年 ～ 月）

首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）の総合病院 （ 施設・ 台／

前年度 施設・ 台）

新たな試みとして、ラックにチラシを設置（配布部数 部）

イ メディキャスターによる広報（ 年 月～ 月）

北海道、東北、中部、関西地区の病院及び診療所 （ 施設・ 台

／前年度 施設・ 台）

② 一般向け医療雑誌へ広告を掲載

「ケアマネジメント」、「がんサポート」

① 学会セミナーの開催（ 箇所）

学会名 開催日 場所 参加者

第 回日本呼吸器学会 土 神戸コンベンションセンター 名

第 回日本病理学会総会 金 京王プラザホテル 名

第 回日本臨床細胞学会 日 幕張メッセ 名

第 回日本診療情報管理学会 木 名古屋国際会議場 名

第 回石綿・中皮腫研究会 土 ホテル北野プラザﾞ六甲荘 名

第 回日本肺癌学会総会 木 岡山全日空ホテル 名

第 回日本臨床細胞学会秋期大会 土 朱鷺メッセ新潟ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 名

第 回国立病院総合医学会 金 神戸国際展示場 名

第 回日本職業・災害医学会学術大会 日 大阪国際会議場 名

第 回日本ＣＴ検診学会学術集会 金 秋葉原コンベンションホール 名

合計 名

② 医療関係者向け雑誌へ広告を掲載

「画像診断 月号 」、「医学の歩み 月号 」、「胸部外科 月号 」、

「病理と臨床 月号 」、「臨床画像 月号 」、「日本胸部臨床

号 」、「日本呼吸器学会誌 月号 」、「日本肺癌学会誌（ 月号）」

①特定業種向け雑誌・専門新聞への広告の掲載

「 月号 」 解体業

「建通新聞 月号 」 建設業）

「新電気 月号 」 電気設備業
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事項 内容

申請者等への相談

の実施

窓口相談、フリー

ダイヤル

住民相談会の実施

保健所説明会の実

施

自治体との共催に

よる石綿健康被害救

済制度担当者研修会

の実施

 

本部、大阪支部において窓口相談、フリーダイヤル受付を行った。

・窓口相談： 件（前年度 件）

・フリーダイヤル： 件（前年度 件）

（＊月別の詳細については、資料 石綿 参照）

ヶ所で実施し、 件の相談があった。

保健所等窓口担当者向け説明会を ブロックで、自治体単独を か所で開

催。説明会では、新しい手引き・パンフレット等の配布と説明を行うとと

もに、顧問医師等による医学的情報の説明、各労働局による労災保険制度

の説明を行った。

自 治 体 開 催 日 開 催 場 所
参加者

年度 年度

栃木県 金 栃木県庁本庁舎 名 名

埼玉県 金 さいたま市民会館「うらわ」 号 名 名

香川県 木 香川県医師会館 名 名

千葉県 水 千葉県教育会館 階 会議室 名 名

群馬県 金 群馬県庁 階 ビジターセンター 名 －

千葉県 水 千葉県教育会館（本館） 会議室 名 －

合計 名 名
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広報の効果測定について（平成 年度）

１．新聞による効果測定

地方紙（ 紙－中日新聞、神戸新聞）においてアンケートによる効果測定を実施した。

①広告を見る前から環境再生保全機構の事業内容まで知っている、名前は知っている

新聞 割合

中日新聞

神戸新聞

② 広告を見た後、フリーダイヤルをかけた、ホームページにアクセスした、制度について家

族や友人と話した

新聞 割合

中日新聞

神戸新聞

③周囲に被害者がいたら、この広告の内容を伝えたい

新聞 割合

中日新聞

神戸新聞
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２．インターネット広告から機構ホームページ「石綿健康被害」のページへの誘導件数

（１）ＥＩＣネットを活用したバナー広告（ 年 月～ 年 月、 年 月～ 年 月）

クリック数 シェア率 全件数

月

月

月

月

月

月

（２） によるリスティング広告（ 年 月～ 月）

クリック数 シェア率 全件数

月

月

月

（３） によるリスティング広告（ 年 月～ 年 月）

クリック数 シェア率 全件数

月

月

月
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機構ホームページ中「アスベスト（石綿）健康被害」のページ 

アクセス数の推移 

 

 

 

 

  

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
4月 7,666 6,098 5,483 5,502 4,345 4,327 5,474
5月 5,993 5,836 5,347 5,194 4,704 4,787 6,022
6月 5,881 4,899 6,404 5,337 5,310 5,383 7,037
7月 5,550 4,154 5,552 4,953 6,619 4,830 6,614
8月 5,408 4,307 5,403 4,450 5,664 6,498 8,249
9月 8,904 3,910 4,798 4,771 5,795 7,536 7,884

10月 6,325 4,344 5,230 4,657 6,090 6,681 7,800
11月 5,800 4,409 5,739 4,361 5,240 6,212 10,140
12月 6,000 4,548 7,280 5,564 5,089 5,505 7,697
1月 5,624 4,557 5,602 5,987 5,962 5,689 7,873
2月 5,379 5,167 5,456 5,428 5,832 7,621 6,239
3月 6,409 8,780 6,938 6,976 6,058 8,189 5,168

累計 74,939 61,009 69,232 63,180 66,708 73,258 86,197  

(単位：件) 



平成 年度 窓口相談・フリーダイヤル件数 集計結果

窓口相談 件

相談内容内訳 （単位：件）

制度について 手続について 健康不安 その他 計

本部

支部

合計

フリーダイヤル件数 （ 、 、 ）

 

 
 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

件数
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窓口相談・フリーダイヤルのきっかけとなった媒体等

（問合時の聞き取り調査 平成 年 月～平成 年 月）

 
 

※（ ）は昨年度実績

媒体 件数 割合

医療機関 （ ） （ ％）

新聞広告 （ ） （ ％）

インターネット （ ） （ ％）

厚労省周知事業 （ ） （ ％）

ポスター （ ） （ ％）

労働基準監督署 （ ） （ ％）

ちらし （ ） （ ％）

雑誌 （ ） （ ％）

自治体の検診 （ ） （ ％）

家族・友人・知人 （ ） （ ％）

役所（市役所等） （ ） （ ％）

保健所 （ ） （ ％）

新聞記事 （ ） （ ％）

テレビ・ラジオ （ ） （ ％）

他の患者さんから （ ） （ ％）

厚労省のポスター （ ） （ ％）

郵便局の封筒 （ ） （ ％）

その他 （ ） （ ％）

計 （ ） （ ）
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被認定者及びその遺族に対するアンケート調査結果概要

被認定者及びその遺族に対するアンケート

アンケート各対象者 回収件数 主な回答結果

ア 制度利用者アン

ケート

石綿健康被害救済手

帳交付者（ 月、現

況届と同時に実施）

○石綿健康被害医療手帳についての医師の認知度は向上。

手帳について病院の人が知っていた（前年度 ％→ ％）

○制度の満足度については、半数以上（ ％）が満足。

イ 被認定者アンケ

ート

被認定者（療養者）

（認定通知送付時

に実施）

○救済制度を知った経緯

病院等医師 ％、家族・知人 ％、機構ホームページ

％、保健所･地方環境事務所 ％

○申請・請求手続がスムーズでなかった理由

様式の記入方法が分かりにくい ％、医学的資料の

収集 ％、医師・病院スタッフの知識不足 ％

○要望等

・認定までの時間が長い

・申請書様式の記入が分かりにくい など

・多くの人（病院関係者や建築等の従事者等）に対してこの病気

についての認識を広めて欲しい

ウ 施行前死亡者遺

族アンケート

認定された施行前死

亡者の遺族

（認定通知送付時

に実施）

○救済制度を知った経緯

厚生労働省の周知事業 ％、労働基準監督署で教えてもら

って ％、新聞広告 ％、保健所・地方環境事務所で教

えてもらって ％

○請求から認定・支給までの長さが「とても早い」「早い」との

回答が ％

○要望等

・労災認定との差が大きすぎる。

・手引きや記入様式の内容が分かりにくい など

エ 未申請死亡者遺

族アンケート

認定された未申請死

亡者の遺族

（認定通知送付時

に実施）

○救済制度を知った経緯

病院の先生・スタッフ ％、家族･知人 ％、

新聞広告 ％、保健所・地方環境事務所 ％、機構ホーム

ページ ％

○申請から認定までの手続がスムーズに行えたとの回答が ％

○要望等

・認定までの時間が長い・請求の手続きが難しい など
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医療関係者に対するアンケート調査結果概要

１．学会セミナー

医療関係者の救済制度認知度、ニーズ等を把握するため、学会セミナーで参加者にア

ンケート調査を実施。 学会で延べ 件アンケートを回収した。

（開催学会については資料 石綿 参照）

＜学会セミナー出席者の主なアンケート結果＞

○制度の認知度について

・救済制度の内容まで知っている ％

・制度があることは知っている ％

・知らなかった ％

・無回答 ％

○機構の認知度について

・業務内容まで知っている ％

・名前は知っている ％

・知らなかった ％

・無回答 ％

○制度の広告を見たことがあるか

・パンフレットを見たことがある ％

・ＤＶＤを見たことがある ％

・両方見たことがある ％

・いずれも見たことがない ％

・無回答 ％
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２．中皮腫細胞診実習研修会

医療関係者の救済制度認知度や細胞診結果で中皮腫診断が可能なことの認知度等を把

握するため、中皮腫細胞診実習研修会（ 回実施）で参加者にアンケート調査を実施し、

件のアンケートを回収した。

（中皮腫細胞診研修会については資料 石綿 参照）

＜研修会出席者の主なアンケート結果＞

○制度を知ったきっかけ

・学会や研修会 ％

・新聞記事 ％

○細胞診における中皮腫確定診断が可能なことへの認知度

・診断経験があり知っていた ％

・診断経験はないが知っていた ％

・知らなかった ％

○主なコメント

・中皮腫あるいは中皮細胞増生の自然史の考察も入れた継続した仕事が今後も必

要と思いました。

・これだけの中皮腫の症例を検鏡する機会はないのでとても勉強になりました。
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制度運営の円滑化に係る事業・調査（平成 年度）

１．認定業務の迅速化、正確性確保のための事業

（１）中皮腫細胞診実習研修会

細胞診による中皮腫の早期確定診断、引いては石綿健康被害者の迅速かつ的確

な救済に資するため、昨年度に引き続き実施した。

研修会においては、細胞診での中皮腫診断例について情報提供するほか、石綿

健康被害救済制度とその認定基準等について周知を行った。

第２回研修会を 年 月 日（土）日本医科大学大学院棟において、第 回

研修会を 月 日（土）神戸大学医学部において開催した。（細胞検査士等 名

参加）

（２）第 次石綿小体計測精度管理事業

労災病院等、一定の石綿小体計測技術能力をもつ医療機関における計測制度の

確保・向上を図る。 医療機関が参画。

今年度は、一層の計測精度の均てん化を図るため、参画機関で石綿小体計測を

行う全ての検査技師（ 名）の参画を得て実施。昨年度回付・計測し判断が分か

れた標本 本と新しく作成した標本 本の計 本を検査技師全員に回付し、各医

療機関で計測した。計測結果を集計し検討委員会において評価を行い、判断基準

について協議を行った。

＜参加機関一覧＞

・ 北海道中央労災病院

・ 東北労災病院

・ 横浜労災病院

・ 旭労災病院

・ 神戸労災病院

・ 和歌山労災病院

・ 山陰労災病院

・ 岡山労災病院

・ 九州労災病院

・ 長崎労災病院

・ 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター

※ 労災病院については、（独）労働者健康福祉機構から推薦のあったもの。
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（参考）石綿小体計測の平均計測日数の推移

年度 計測依頼件数
平均計測日数

備 考

第 次石綿小体計測精度管理事業実施。（ ～ 月）

第 次石綿小体計測精度管理事業実施。（ ～ 月）

第 次石綿小体計測精度管理事業実施。（ ～ 月）

第 次石綿小体計測精度管理事業実施。（ ～ 月）

*1）平成 24 年度末現在の状況。 

*2）計測依頼日から計測結果受理日までの日数の平均。 
 

（３）石綿繊維計測機関育成事業

審査の迅速化を図るため、肺内石綿繊維の計測を行う民間の計測機関の育成を

目的として、民間 社の参画を得て実施している。

平成 年度は、民間 社と平成 年度末までの契約を締結し、より効果的に

計測等技術の向上を図るため、繊維計測の専門家 名が事業者の計測施設を訪問

し指導する「現場ティーチング」、事業者が石綿小体計測終了後の検液から電子顕

微鏡用試料を作製する工程を学ぶための工程見学、実習を行った。 月 日に検

討員会を開催し、 社の計測結果と専門家の結果とを比較し、誤差の範囲内で同様

の結果が導き出されていることが評価された。

２．広報対象地域・業種等の絞込みに活用するための調査の実施

・ ばく露状況調査

制度発足から平成 年度末までのデータをまとめた報告書を作成し、ホームページ

等で公表するとともに、全国の保健所（ 箇所）、関係自治体（ 箇所）及び地方

環境事務所（ 箇所）に配布した。また、集計業務を簡易化するためばくろ調査支援

システムの改修を行い、集計等作業時間の大幅な短縮を図った。

制度発足から平成 年度末までのデータをまとめた報告書については、すでに取り

まとめを終了しているため速やかに情報を公表する予定。
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ホームページ公表・報道発表概要

（１）概要

以下について、ホームページ上での公表・報道発表を行った。

①認定状況等の公表

・毎月の認定等決定の都度、各月末現在の受付及び認定件数を報道発表・公表

・平成 年度までの制度運用状況についての統計集を報道発表・公表

・平成 年度までの救済制度における被認定者の居住歴・職歴等について分析したばく露

調査報告書を報道発表・公表

②各種情報の公表

・ 住民相談会の実施に当たりホームページにおいて案内

・ 石綿健康被害救済法の一部改正に伴うパンフレット等の改訂を行い、ホームページ上に

公開

・ 保健所や地方環境事務所の連絡先を随時最新版に更新

・ 公害健康被害補償不服審査会における裁決について公表

（２）ホームページ公表の内容

（平成 年 月 日～平成 年 月 日）

内 容 回 数

受付・認定等状況累計

申請・請求受付状況（都道府県別）

申請・請求認定状況（都道府県別）

認定申請に係る認定状況（都道府県別）

施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求に係る認定状況（都道府県別）

未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求に係る認定状況（都道府県別）

認定申請及び特別遺族弔慰金等の請求に係る認定状況（累計：都道府県別）

平成 年度統計資料

石綿健康被害救済制度における平成 － 年度被認定者に関するばく露状

況調査の報告について

石綿健康被害救済制度における住民相談会の実施について（案内）

国立マヒドン大学及び国立シーナカリンウィロート大学（タイ）

教官及び学生の当機構訪問について

計
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（３）報道発表内容

内 容 回 数

平成 年度統計資料

石綿健康被害救済制度における平成 － 年度被認定者に関するばく露

状況調査の報告について

計
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受付・認定等の年度別推移 
 
 
１．申請受付状況の年度別推移 （単位：件） 

 
 
 
２．認定等状況の年度別推移 （単位：件） 
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申請書等の受付状況と認定等状況

（１）療養者の方からの認定申請

（ア）受付状況

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性

胸膜肥厚
その他 計

前年度

までの

受付

医学的判定中

医学的判定の

準備中

年度受付

新資料の提出による

審査再開件数

計

注： は前年度の実績。以下同様。

は、条件付不認定となった後に、新資料の提出があり、審査を再開した件数

（イ）認定等の状況

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん

性胸膜

肥厚

その他 計 割 合

認定

不認定

取下げ

医学的判定中

計

医学的判定の

準備中
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２ 施行前死亡者の遺族からの請求

（ア）受付状況

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性

胸膜肥厚
その他 計

前年度

までの

受付

医学的判定中

医学的判定の

準備中

年度受付

計

件のうち 件は、厚生労働省による周知事業による請求とみられる件数。

（イ）認定等の状況

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん

性胸膜

肥厚

その他 計 割 合

認定

不認定

取下げ

医学的判定中

計

医学的判定の

準備中

認定された 件のうち 件は、厚生労働省による周知事業による請求とみられる件数。
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３ 未申請死亡者の遺族からの請求

（ア）受付状況

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性

胸膜肥厚
その他 計

前年度

までの

受付

医学的判定中

医学的判定の

準備中

年度受付

計

（イ）認定等の状況

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性

胸膜肥厚
その他 計 割 合

認定
％

％

％
不認定

％

％

取下げ
％

％

医学的判定中
％

％

計
％

％

医学的判定の

準備中

％

％
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審査中の案件に係る状況（平成 年度）

 
（１） 療養中の方

申請受付年度 審査中件数 前年度

追加・補足資料依頼中

（ 件）

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

医学的判定中（ 件） 年度

その他機構において

審査中（ 件）
年度

計

 
 

（２） 施行前死亡者の遺族

請求受付年度 審査中件数 前年度

追加・補足資料依頼中

（ 件）

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

医学的判定中（ 件） 年度

その他機構において

審査中（ 件）
年度

計

 
 

（３） 未申請死亡者の遺族

請求受付年度 審査中件数 前年度

追加・補足資料依頼中

（ 件）

年度

年度

年度

年度

年度

医学的判定中（ 件） 年度

その他機構において

審査中（ 件）
年度
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認定等に係る処理日数 
 

中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、及び著しい呼吸機能障害を伴

うびまん性胸膜肥厚の認定等に係る処理日数は次のとおりである。 
 

１．療養中の方からの申請 
（単位：日、件）

区 分
認定等決定までの

平均処理日数

申請から医学的判定

申出までの平均日数
件 数

回の医学的判定

追加資料が必要と

されたもの

（ ）書きは前年度の実績

注） ．医学的判定とは、中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会分科会を経て

中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会で審議したものである。

．取下げについては、処理日数の計算には含めていない。

．条件付不認定を受けた者から新たな資料の提出があり、審査の再開により

認定等を行ったものは、平均処理日数の計算には含めていない。

 
 
２．施行前死亡者の遺族からの請求 

（単位：日、件）

区 分
認定等決定までの

平均処理日数

請求から医学的判定

申出までの平均日数
件 数

回の医学的判定

追加資料が必要と

されたもの

医学的判定を経な

いで機構で認定し

たもの

－

（ ）書きは前年度の実績 
注） ．医学的判定とは、中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会分科会を経て

中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会で審議したものである。

．取下げについては、処理日数の計算には含めていない。

．条件付不認定を受けた者から新たな資料の提出があり、審査の再開により

認定等を行ったものは、平均処理日数の計算には含めていない。
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３．未申請死亡者の遺族からの請求 
（単位：日、件）

区 分
認定等決定までの

平均処理日数

請求から医学的判定

申出までの平均日数
件 数

回の医学的判定

追加資料が必要と

されたもの

（ ）書きは前年度の実績 
注） ．医学的判定とは、中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会分科会を経て

中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会で審議したものである。

．取下げについては、処理日数の計算には含めていない。

．条件付不認定を受けた者から新たな資料の提出があり、審査の再開により

認定等を行ったものは、平均処理日数の計算には含めていない。

 
 

（参考 1）中皮腫及び肺がんに係る療養中の方からの申請 
（単位：日、件）

区 分
認定等決定までの

平均処理日数

申請から医学的判定

申出までの平均日数
件 数

回の医学的判定

追加資料が必要と

されたもの

（ ）書きは前年度の実績

 
（参考 2）中皮腫及び肺がんに係る判定が 回で済んだケースでの処理日数の分布状況

認定等決定までの日数 データ数 データ数累計 累計の比率 前年度

日 件 件

日 件 件

日 件 件

日 件 件

日 件 件
－

件

総 計 件  
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（平成25年3月31日現在における機構本部受付分、単位：人）

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚 不明 中皮腫 肺がん 石綿肺

びまん性
胸膜肥厚 不明 中皮腫 肺がん 石綿肺

びまん性
胸膜肥厚 不明

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

海外在住者

総計

総計小計 小計

認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況（平成24年度）

(申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの)

都道府県名

特別遺族弔慰金等請求
認定申請

（施行前死亡者） （未申請死亡者）

特別遺族弔慰金等請求

小計
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（平成25年3月31日現在における機構本部受付分、単位：人）

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚 不明 中皮腫 肺がん 石綿肺

びまん性
胸膜肥厚 不明 中皮腫 肺がん 石綿肺

びまん性
胸膜肥厚 不明

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

海外在住者

総計

総計小計 小計

認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況（法施行日から平成25年3月31日までの累計）

(申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの)

都道府県名

特別遺族弔慰金等請求
認定申請

（施行前死亡者） （未申請死亡者）

特別遺族弔慰金等請求

小計

-113-



平成25年3月31日現在（単位：人）

びまん性 びまん性 びまん性
胸膜肥厚 胸膜肥厚 胸膜肥厚

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

海外在住者

総計

小計 総計
中皮腫

認定申請
（未申請死亡者）

肺がん
小計 小計

医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（平成24年度）

（申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの）

肺がん 石綿肺

特別遺族弔慰金等請求
（施行前死亡者）

石綿肺肺がん 石綿肺
都道府県名

中皮腫

特別遺族弔慰金等請求

中皮腫
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平成25年3月31日現在（単位：人）

びまん性 びまん性 びまん性
胸膜肥厚 胸膜肥厚 胸膜肥厚

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

海外在住者

総計

小計 総計
中皮腫

認定申請
（未申請死亡者）

肺がん
小計 小計

医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（法施行日から平成25年3月31日までの累計）

（申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの）

肺がん 石綿肺

特別遺族弔慰金等請求
（施行前死亡者）

石綿肺肺がん 石綿肺
都道府県名

中皮腫

特別遺族弔慰金等請求

中皮腫
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救済給付の支給件数・金額（経年変化）

（平成 年度～平成 年度）
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認定更新の状況

（単位：人）

更新等決定

年度

認定の有効期間

満了月

認定

疾病

被認定者

※

更新

対象者

更新

申請者
更新

更新

しない

平成 年度

平成 年 月

～

平成 年 月

中皮腫

肺がん

計

平成 年度

平成 年 月

～

平成 年 月

中皮腫

肺がん

計

平成 年度

平成 年 月

～

平成 年 月

中皮腫

肺がん

計

累計

中皮腫

肺がん

計

※更新等決定前の認定の際に定められた認定の有効期間の終了する日が、本表の認定の有効期間

満了月に含まれる被認定者数。
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認定・給付システム、ばく露調査支援システム及び情報セキュリティ対策

１．認定・給付システムの改修と運用保守管理

認定・給付システムの運用保守管理

運用保守業者の保守契約が 月末で終了となったことから、一般競争入札 総合強化落札方

式 を実施し、新たな業者を決定した。なお新業者の業務開始時に既存の作業手順等の改正を

行い、運用保守管理業務をより円滑に実施できるようになった。

認定・給付システムの改修

認定・給付システムについて、業務の効率化等を図るため、次の観点で改修を行った。

・統計及びデータ収集作業の正確性の確保、適正化を図った

・データメンテナンスの作業効率の向上

・データ入力作業の正確性の確保及び作業時間の短縮

・法務局照会作業の効率化

・他法令給付情報突合の正確性の確保

認定給付システムの機器更改に向けた仕様策定のための準備

認定給付システムの機器は、平成 年 月に更新を予定している。平成 年度中に新機

器を導入し、同機器上で認定給付システムの動作確認等を行い、問題点を改修後現行機器から

移行することとしている。なお、現行機器から一定期間並行稼働させておく必要がある。以上

のことを踏まえ、機器更改の調達に当たり実施計画を作成した。

２．ばく露調査支援システムの改修

ばく露状況調査報告書の作成時間の短縮とデータの正確性を高めるため、ばく露調査支援シス

テムの改修を調達し、職員が行う報告書作成の作業時間を大幅に短縮した。

３．個人情報保護及び情報セキュリティ対策の高度化

（ ）個人情報保護及び情報セキュリティの徹底を図るため、以下の規則・手順書に基づき、石綿

部全員を対象とした研修を行った。（ 月 名、 月 名、 月 名、 年 月 名）

・石綿健康被害救済部における個人情報保護及び情報セキュリティ対策実施規則

・石綿健康被害救済部個人情報取扱手順書

・石綿健康被害救済部情報セキュリティ対策実施手順書

（ ）個人情報保護・情報セキュリティ対策の高度化に資するため、業務マニュアルの改善に当た

り、１月に整備が完了した申請課マニュアルについて個人情報保護・情報セキュリティの観点

から内容の確認を行った。
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優先的に対応すべきリスク項目の事例について

１．優先的に対応すべきリスク項目（ 項目 ）の事例

リスク項目 リスク分類 リスク評価 対応状況

銀行の倒産等による

機構資産の毀損

○資金の管理運用に関

するリスク

○経営に関するリスク

○その他外部リスク等

影響度 頻 度

○財務調査の徹底

○外部情報の活用

○資金管理委員会の実施

個人情報等の情報漏

えい

○情報・システムに関す

るリスク

影響度 頻 度

○規定類・マニュアル等の制定・整備

○定例会議の実施

○研修の実施

○チェックリストによる点検

○最高情報セキュリティアドバイザー

（外部委託）によるチェック

職員の規律違反行為
○コンプライアンスに

関するリスク

影響度 頻 度
○規定類・マニュアル等の制定・整備

○研修の実施

○チェックリストによる点検

項目は、影響度 以上のリスク項目（ 項目）と影響度 のうち優先順位の高いリスク項目（各部によるリストアップ

の合計 項目）の合計値

２．リスクの軽重付けに活用したリスク項目の分析指標

○影響度：【 段階】

定性的 定量的

影響度 機構存続の危機

影響度 社会からの信頼失墜等、機構存続に支障が生じる 大きな経済的損害（ 万円以上）

影響度
機構の社会的評価が低下、機構の業務遂行に支障

が生じる（外部的）
経済的損害（ 万円以上）

影響度 機構の業務遂行に支障が生じる（内部的） 小さな経済的損害（ 万円以上）

影響度 業務遂行上の手間が増える等軽微なもの 軽微な経済的損害（ 万円未満）

○発生頻度：【 段階】

頻 度 日常的な発生が見込まれる（ ヶ月に複数回の発生が見込まれるもの）

頻 度 度々の発生が見込まれる（数ヶ月に 回程度の発生が見込まれるもの）

頻 度 年に 回程度の発生が見込まれる

頻 度 発生しにくい（数年に 回程度の発生が見込まれるもの）

頻 度 非常に希である（数十年に 回程度の発生が見込まれるもの）
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機構内に設置した委員会一覧

＜外部委員により構成する委員会＞ （敬称略）

名称・開催状況 委員会の役割 委員構成

コンプライアン

ス推進委員会

役員及び職員の法令

等の遵守及び業務の適

正な執行等の推進を図

ることを目的としてい

る。

委員長 福井 光彦 環境再生保全機構 理事長

委 員 後藤 彌彦 法政大学人間環境学部教授

委 員 堀 裕 堀総合法律事務所 弁護士

委 員 山下 康彦 新日本有限責任監査法人

公認会計士

委 員 武川 明夫 環境再生保全機構 理事

委 員 今井 辰三 環境再生保全機構 理事

委 員 栗山 俊勝 環境再生保全機構 理事

任期： 年

契約監視委員会 独立行政法人の契約

状況の点検・見直しに

ついて 平成 年 月

日閣議決定 の趣旨

を踏まえ、機構におけ

る随意契約等の適正化

の推進を図ることを目

的としている。

委員長 堀 裕 堀総合法律事務所 弁護士

委 員 六車 明 慶應義塾大学法科大学院

教授

委 員 山下 康彦 新日本有限責任監査法人

公認会計士

委 員 野口 貴雄 環境再生保全機構常勤監事

委 員 沼野 伸生 環境再生保全機構

非常勤監事

任期： 年

公害健康被害補

償予防業務評議

員会

（年 回：

月）

公害健康被害補償

業務及び公害健康被

害 予 防 事 業 に つ い

て、実施状況の報告

を受け、公害健康被

害補償予防業務に関

する重要事項を審議

することにより、本

制度の円滑な運営に

資することを目的と

している。

ばい煙発生施設等設置者、特定施設等設置者の加入

している団体又はその連合団体の役員及び業務の適正

な運営に必要な学識を有する者

構成：それぞれ 人以内

議 長 渡辺 修 （財）厚生年金事業振興団理事

長

委 員 人見 敏和 四日市市環境部環境保全課長

委 員 伊藤 一枝 全国人権擁護委員連合会総務

委員会副委員長

委 員 梅本 吉彦 専修大学名誉教授

委 員 大橋 忠晴 日本商工会議所環境・エネルギ

ー委員会委員長

委 員 久米 雄二 電気事業連合会専務理事

委 員 梶原 泰裕 一社 日本化学工業協会環境安

全委員会委員長

委 員 坂根 正弘 一社 日本経済団体連合会環境

安全委員会委員長

委 員 進藤 孝生 一社 日本鉄鋼連盟環境・エネ

ルギー政策委員会委員長

委 員 岡田 智典 石油連盟環境安全委員会委員長

委 員 永井 克昌 一社 日本自動車工業会環境委

員会副委員長

委 員 野村 瞭 （財）復光会専務理事

委 員 浜中 裕徳 （財）地球環境戦略研究機関理

事長

委 員 横山 裕道 淑徳大学国際コミュニケーショ

ン学部客員教授

任期： 年

別添３ 
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名称・開催状況 委員会の役割 委員構成

公害健康被害予

防事業調査研究

評価委員会

環境保健分野：

評価委員会

年 回： 月

日

環境改善分野：

評価委員会 年

回： 月 日

公害健康被害予防事

業で実施する環境保健

分野、大気環境の改

善分野のそれぞれの

調査研究について、専

門分野の学識経験者

からなる評価委員会

において評価を行うこ

とを目的としている。

なお、評価結果は、

調査研究の構成、研究

計画の見直し及び調査

研究費の配分の見直し

などに反映させる。

環境保健分野、大気環境の改善分野それぞれの

専門分野の学識経験者

構成：それぞれ 名以内

（環境保健調査研究評価委員）

区分 氏 名 所属等 専門分野

委員

長

宮本 昭正 東京大学名誉教授 臨床医学（物

理療法内科）

委

員

内山 巌雄 京都大学名誉教授 公衆衛生学

同 西牟田敏之 国立病院機構下志

津病院名誉院長

臨床医学（小

児科）

同 野村 瞭 財 復光会専務理

事

公衆衛生学

同 福地義之助 順天堂大学客員教

授

臨床医学（呼

吸器内科）

同 眞野 健次 帝京科学大学理

事

臨床医学

（呼吸器内

科）

同 森川 昭廣 群馬大学名誉教

授

臨床医学

（小児科）

任期： 年

（環境改善調査研究評価委員）

区分 氏 名 所属等 専門分野

委員

長

猿田 勝美 神奈川大学名誉教授 衛生工学

環境工学

委

員

太田 勝敏 東洋大学国際地域学

部教授

都市工学

同 鹿島 茂 中央大学理工学部教

授

都市工学

交通計画

同 大聖 泰弘 早稲田大学理工学術

院教授

機械工学 自

動車対策

同 吉田 徳久 早稲田大学大学院環

境・エネルギー研究

科教授

環境政策

同 若松 伸司 愛媛大学農学部教授 衛生工学

任期： 年
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名称・開催状況 委員会の役割 委員構成

地球環境基金

運営委員会

（年 回：

月 日）

地球環境基

金運営委員会

のもと下表の

専門委員会を

設置

民間環境保全活動

の助成の実施に関す

る重要事項、民間環

境保全活動の振興の

ための調査研究等の

実施に関する重要事

項及びその他地球環

境基金に係る業務運

営に関する重要事項

を調査審議し、本事

業の円滑な運営を図

ることを目的として

いる。

外部有識者

構成： 人以内

委員長 森嶌 昭夫 特定 日本気候政策センター理

事長

委 員 浅野真理子 社 ガールスカウト日本連盟

会長

委 員 今井 通子 地球環境・女性連絡会代表

委 員 大橋 正明 特非 国際協力ＮＧＯセンター

理事長

委 員 小澤紀美子 国立大学法人東京学芸大学名

誉教授

委 員 佐藤 正敏 日本経団連自然保護協議会会長

委 員 徳川 恒孝 財 世界自然保護基金ジャパン

会長

委 員 鳥原 光徳 東京商工会議所環境委員会委

員長

委 員 長島 徹 経済同友会環境・エネルギー

委員会委員長

委 員 長辻 象平 産経新聞社論説委員

委 員 廣野 良吉 成蹊大学名誉教授

委 員 福川 伸次 東洋大学理事長

委 員 松下 和夫 国立大学法人京都大学名誉教授

任期： 年
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名称・開催状況 委員会の役割 委員構成

地球環境基金

助成専門委員

会

（年 回：

月 日、 月

日）

民間環境保全活動

の 助 成 対 象 に つ い

て、専門的立場から

調査審議する。

構成： 名以内

主 査 廣野 良吉 成蹊大学名誉教授

委 員 大久保規子 大阪大学大学院法学研究科教授

委 員 小堀 洋美 東京都市大学大学院環境情報学

部教授

委 員 坂本 弘道 （社）日本水道工業団体連合会

専務理事

委 員 進士五十八 東京農業大学名誉教授

委 員 西川 孝一 井関農機（株）顧問

委 員 萩原 喜之 特非 中部リサイクル運動市民

の会理事

委 員 原 剛 早稲田大学特命教授・名誉教授

委 員 藤井 絢子 特非 ＮＰＯ法人菜の花プロジ

ェクトネットワーク代表

委 員 椋田 哲史 （社）日本経済団体連合会常務

理事

委 員 和里田義雄 （財）経済調査会顧問

任期： 年

地球環境基金
評価専門委員
会
（年 回：
月 日）

民間環境保全活動
の助成対象活動の評
価について、専門的
立場から調査審議す
る。

構成： 名以内
主 査 松下 和夫 国立大学法人京都大学名誉教授
委 員 久保田 学 （財）北海道環境財団事務局

次長

委 員 西出 優子 国立大学法人東北大学大学院
経済学研究科准教授

委 員 平原 隆史 千葉商科大学政策情報学部教
授

委 員 山崎 唯司 元（独）国際協力機構広尾セ
ンター市民参加協力アドバイ
ザー

委 員 若林千賀子 若林環境教育事務所代表

任期： 年

特定 特定非営利活動法人
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＜内部委員等により構成する委員会＞

名称 委員会の役割

理事会 機構の業務運営の基本となる規程等の制定・改廃、中期計画、年度

計画その他重要事項を審議する。

部課長会議 各部の所管に係る業務の重要事項に関する審議及び各部相互間の連

絡調整を行う。

リスク管理委員会 内部統制の推進を図ることを目的に、機構内外のリスクについてト

ップレベルでの情報交換、分析及び評価等を行う。

資金管理委員会 資金の管理及び運用について、関係各部との意見交換等情報の共有

化を図り、資金の安全かつ効率的な運営に資する。

衛生委員会

（労働安全衛生法）

機構における衛生管理に関し、①職員の健康障害の防止、②職員の

健康の保持増進、③労働災害の原因及び再発防止対策等に関する事項

について調査審議する。

情報セキュリティ委員

会

情報セキュリティ対策に関する専門家である最高情報セキュリティ

アドバイザー（外部委嘱委員）も参加し、機構の情報セキュリティに

対する基本方針を明らかにするとともに、情報セキュリティ対策の基

準を定め、情報セキュリティの確保を図ることを目的に、情報システ

ムの整備及び運用方針の決定並びに重大な問題が生じた場合における

対応方針を決定するとともに、情報資産の適正な管理を行う。

債権管理委員会 債権の管理及び回収の適正な執行を図るため、債権の管理及び回収

に係る基本方針の策定、未収債権及び償還猶予の処理方針の策定等を

行う。

環境委員会 機構の業務運営における環境配慮に関する事項について調査審議す

る。

広報委員会 機構の業務及び活動を各種媒体を通じて広く周知し効果的な広報を

推進する。
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年平均給与額の推移

（単位：千円）

区分
平成 年度 平成 年度 低減額 低減率（％）

機構 ▲ ▲

国 ▲ ▲

国との差額 ▲ ▲
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予算・決算の概況

（単位：百万円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

収入

　運営費交付金

　補助金等

　債券・借入金

　業務収入 （注１）

　その他収入

支出

　業務経費等 （注２）

　借入金償還

　支払利息

　一般管理費

　人件費 （注３）

その他支出 － － － － － － － －

区分

（注１）公害健康被害補償予防業務における補償給付費の支給が、予算に比し 億円減少したことに伴い、

そ その収支差を負債性の引当金（納付財源引当金）に戻入する業務収入が増加したことによる等

（注２）公害健康被害補償予防業務における認定患者の減少、石綿健康被害救済業務の被認定者数の見込

みに対する減少及びﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理助成事業費の減等

（注３）平成 年度より一般管理費に含まれる人件費の内数を記載

経費削減及び効率化目標との関係

（単位：百万円、％）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

一般管理費

事業費

前中期目標期間終了年度

金額 比率
区分

当　中　期　目　標　期　間

（注１）削減目標は予算ベースで設定しているため、損益計算書上の科目整理とは異なる。
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平成 年度環境再生保全機構の契約の現状

契約の状況

（単位：件、百万円）

区分
年度 年度

件数増減
年度

平均落札率件数 金額 件数 金額

競争性のある契約 －

（競争入札）

（企画競争）

（公募）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （△ ） －

競争性のない随意契約 －

合計 －

随意契約等見直し計画の実施状況

（単位：百万円）

区分 年度実績 見直し後 見直し後の割合 年度実績 実績の割合

競争性のある契約 件数

金額

件 件 ％

％

件 ％

％

うち

企画競争、公募

件数

金額

件 件 （ ％）

（ ％）

件 （ ）

（ ）

競争性のない随意

契約

件数

金額 
件 件 ％

％

件 ％

％

合計 件数

金額

件 件 ％

％

件 ％

％
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者応札・ 者応募への対応

年度 区分 一般競争入札 企画競争・公募 計

年度実績

契約件数

うち一者応札等

割 合

件

件

％

件

件

％

件

件

％

年度実績

契約件数

うち一者応札等

割 合

件

件

％

件

件

％

件

件

％

年度実績

契約件数

うち一者応札等

割 合

件

件

％

件

件

％

件

件

％

対 年度

増▲減

契約件数

うち一者応札等

割 合

件

件

％

件

▲ 件

▲ ％

＋ 件

▲ 件

▲ ％

 一者応札･一者応募となった案件については、平成 年度 件から平成 年度

件と▲ 件減少しており、競争性のある契約件数に占める一者応札等となった件

数の比率についても ％から ％に減少している。

※ 各表中の計数は集計時点のものであり、変更となる場合がある。

-128-



 

平成 年度契約に関する取組状況

１．競争性のない随意契約関係

（１）競争性のない随意契約となった 件の案件のうち 件については、『「独立行政法

人の契約状況の点検・見直しについて」におけるフォローアップについて』（平成

年 月 日 総務省行政管理局 事務連絡）（以下、「契約状況フォローアップ」

という。）に基づき、事前に契約監視委員会に意見を聴取し、特に意見はないとさ

れている。

 機構本部事務所縮小に係る内装工事

 機構契約宿舎規程に基づく借上宿舎 件

（２）前（１）の契約状況フォローアップ前に契約した、残り 件については、いず

れもシステム関係の調達であり、著作権等の関係からシステム開発ベンダーと契約

を締結するもので、昨年度随意契約が妥当と認められたものと類似の案件となって

いる。

 汚染負荷量賦課金徴収・審査システム等の保守

 建設譲渡・貸付債権管理システムの保守管理業務

なお、この 件については、交渉の結果、平成 年度に著作権の許諾等に関す

る覚書を締結し、平成 年度以降の保守契約等について平成 年 月に競争契約

を実施しており、競争性のある契約に移行している。

 汚染負荷量賦課金徴収・審査システム：「サーバの更新にかかるデータセンターの提供及び運

用保守業務」【一般競争（総合評価方式）】応札者： 者

 建設譲渡・貸付債権管理システム：「平成 年度～ 年度の保守管理業務」【一般競争】応札

者： 者
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２．一者応札･一者応募関係

（１）一者応札･一者応募の契約種別状況

単位：件

年度 年度 年度 対前年度増▲減

一者応札等 ▲

（内訳）

一般競争 ＋

総合評価 ▲

企画競争 ▲

公 募 ▲

契約種別でみると 年度に比べ、一般競争 総合評価 ・企画競争・公募計で計

▲ 件減少しているものの、一般競争において 件増加している。

年度に実施した一般競争のうち一者応札、一者応募となった案件は、以下の

とおり。

① 石綿健康被害救済認定・給付システムに係るハードウェア保守業務

② バックアップシステム一式の導入、運用に関する業務

２ 一者応札等への対応としては、昨年度、第 回契約監視委員会において妥当なも

のとされた「一者応札（応募）改善方策」に基づいて、引き続き、削減の方策に取

り組むこととする。

（３）なお、「契約状況フォローアップ」において、四半期毎に報告・事後点検を受け

ることとされている、 か年連続一者応札となった案件は該当がなかった。

３．その他

（１）契約に係る審査体制

① 企画競争･公募の業者選定の際には、透明性の確保･相互牽制の観点から契約担

当部以外の者を加えて選定を実施。

② 予定価格の設定に当たっては、適正な価格設定の観点から 万円以上につ

いて、経理担当理事の審査を実施した。

また、 万円以上の契約については毎月理事会に報告して点検を実施すると

ともにホームページで公表。

③ 内部監査により四半期毎に契約に係る事務処理について点検を実施。
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（２）助言･指導等

経理部経理課では、各部からの契約に関する問い合わせ等に対し、助言･指導等

を行い適正な契約の履行に努めた。

（３）契約に係る機構内の事前審査体制の充実 【契約手続審査委員会の設置】

機構内の事前審査体制をより充実させ、契約手続きの入口における横断的なチ

ェック体制を強化することとし、平成 年 月 日から契約手続審査委員会を設

置した。これにより、調達等に係る公正を確保し、契約手続きのより厳格な運営

を図ることとしている。

（４）「契約状況フォローアップ」等において、点検することとされている「関係法人等」

との取引については、当機構との取引額が事業収入に占める額が 以上で、かつ、

当機構の役職員経験者が役員等に再就職しているなどの「関係法人等」との取引は該

当がなかった。
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 契約監視委員会等の概要について

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成 年 月

日閣議決定）」において、競争性のない随意契約の見直しを更に徹底してお

こなうとともに、一般競争入札等についても真に競争性が確保されている

か、監事及び外部有識者によって構成する｢契約監視委員会｣において、点

検、見直しを行うこととされたことから、平成 年 月 日に契約監視

委員会を設置した。

当委員会では、競争性のない随意契約や一般競争入札等で一者応札・一

者応募となった契約等についての点検を行い、その点検結果を踏まえた新

たな｢随意契約等見直し計画｣を策定 平成 年 月公表 した。

【独立行政法人環境再生機構 契約監視委員会】 【敬称略】

氏 名 所 属 ・ 職 名

委員長 堀 裕 堀総合法律事務所 弁護士

委 員 六車 明 慶應義塾大学法科大学院 教授

委 員 山下 康彦 新日本有限責任監査法人 公認会計士

委 員 野口 貴雄 環境再生保全機構 常勤監事

委 員 沼野 伸生 環境再生保全機構 非常勤監事

【契約監視委員会における審議等は、以下のとおり。】

（１）開催状況

第 回 平成 年 月 日 金

第 回 平成 年 月 日 月

第 回 平成 年 月 日 水

第 回 平成 年 月 日 火

第 回 平成 年 月 日 水
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（２）平成 年度契約案件に係る審議概要

「独立行政法人の契約状況の契約の見直しについて」（平成 年 月 日閣議決定）

及び「独立行政法人の契約の見直しについて」（総務省 平成 年 月 日）により、

環境再生保全機構に設置した契約監視委員会を平成 年 月 日に開催し、平成 年

度の随意契約及び一者応札・応募案件の点検・確認を行った。

１． 年度随意契約等の点検等

（ ）審議案件

○平成 年度に締結した契約 件のうち、

競争性のない随意契約 件

一者応札・応募となった契約 件

審議の結果

事務局から審議案件における契約手続きとその内容について説明を行った後、委員

による点検・確認を行った。

点検･確認の結果、全ての契約について特段の指摘はなかった。

今後の課題等

一者応札・応募の更なる改善として、下記に掲げる方策について引き続き取り組む。

また、平成 年 月から「契約手続審査委員会」を機構内に設置し、事前の内部審

査機能をより充実させ、調達等にかかる公正を確保し、契約手続きのより厳格な運営

を図ることとする。

 一者応札（応募）改善方策

（ ）適正な準備期間等の確保

（ ）情報提供（発注予定情報等）拡充

（ ）公告方法等の改善

（ ）魅力ある契約規模の検討

（ ）機構自らが競争参加者の発掘に努める

（ ）一者応札（応募）となった理由の把握

 
 

-133-



 
２．環境省を通じ要請のあった『｢独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて｣にお

ける改善状況のフォローアップについて』（総務省行政管理局長 平成 年 月 日事

務連絡 による意見聴取等について。

 主な内容

① 新規の競争性のない随意契約については、原則として事前に契約監視委員会の意

見を聴取。

② 前年度に引き続き か年度連続して一者応札・応募となった案件については、原

則、四半期ごとに契約監視委員会に報告し、点検を受ける。

 年度における意見聴取等について

① 新規の競争性のない随意契約 件について事前に意見を聴取し、特に指摘はなか

った。

② か年度連続一者応札・応募案件は、該当なし。
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契約手続審査委員会の設置について

１．現状の課題及び対応策

⑴ 当機構においては、「随意契約等見直し計画」を踏まえた取組により、競争性のない随

意契約も着実に減少（ 年度： 件 ⇒ 年度： 件）するなど一定の成果が得られて

いるところ。また、 年度からは、「契約監視委員会」を設置し、契約手続きの適切性、

契約内容の効率性等契約状況に関する事後検証を実施。

⑵ しかし、業務管理の観点を踏まえれば、監査室によ

る「内部監査」及び契約監視委員会による「事後点検・

評価」が実施されているものの、当該評価に対する「処

置・改善」内容が適切かつ充分に反映された契約手続

きであるかについて事前点検する機能がなく、法令順

守、内部統制の徹底を図る上でも不十分な状況といえ

る。

⑶ また、「「独立行政法人の契約状況の点検・見直しに

ついて」における改善状況のフォローアップについて」

（平成 年 月 日 総務省事務連絡）において、

一部の案件については、契約監視委員会を事前に開催

することによる種々の点検の実施などの強化策が示

されており、これに対応する事前内部点検機能の整備

も必要となっている。

⑷ 以上の課題に対応する措置として、事前内部点検機能を有する「契約手続審査委員会」

（以下「委員会」という。）を設置し、契約前の審査機能強化を図ることにより、種々の

物品・役務調達等に係る業者選定の公正を確保し、契約手続きの厳正な運営を図ることと

したい。

また、本取組により、国、出えん者、寄付者などの利害関係者に対する説明責任の強化

及び透明性の向上を図ることとする。

２．契約手続審査委員会の概要

⑴ 委員会は、少額随契以外の支出の原因となる全ての契約（ ’実績： 件）について審

査することとする。ただし、一般競争入札による既製商品の調達や印刷製本など高度な政

策判断を要しない軽微なもの（ ’実績： 件中 件）については、別途、委員会内に

設ける「分科会」において審査（経理部案件は委員会で審査）を行なうこととする。

また、少額随契については、委員会では審査しないが、経理部長が審査（経理部案件は

契約担当職（経理部担当理事）が審査）を行ない、委員会は事後にその調達の妥当性につ

いての審査を行なうこととする。

⑵ 委員会に委員長、分科会には分科会長を置くこととし、それぞれ経理部担当理事、経理

部長を以って充てることとする。また、委員会又は分科会（以下「委員会等」という。）

における意見のとりまとめは、それぞれ委員長又は分科会長（以下「委員長等」という。）

が行なうこととする。

平成 25 年 3 月 12 日 
経 理 部 経 理 課 

 

内 部 監 査 

契約手続審査委員

会の審査を踏まえ

た契約案

処置・改善 契約実行 

契約監視委員会 
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⑶ 委員会等は、契約手続きの事前事後にそれぞれ開催し、事前にあっては、契約実施の合

理性や契約方式・入札条件等の適切性等の検証、事後にあっては、入札結果の確認・評価、

企画競争等における評価・採点結果の妥当性など落札者の決定手続きの適切性等の検証を

行なうこととする。

また、当該契約事案に係る契約書等各種公文に関する法令等審査については、委員会等

の審査前、契約締結前にそれぞれ実施することとする。

⑷ 委員会等の審査に付す業務を担当する課（以下「担当原課」という。）は、委員会等の

審査を経て、了承を受けたものでなければ、当該業務に係る契約手続きを開始することが

できないこととする。

⑸ また、契約担当職又は契約担当職代行者は、審査対象契約であるにもかかわらず、委員

会等の審査を経ていない事案に係る契約決議決裁については、当該決裁を拒否しなければ

ならない。

【契約手続審査委員会及び分科会の概要】

契約手続審査委員会

構 成

委員長：経理部担当理事

⇒５名 分 科 会

①～③ 理事（ 名）
④総務部長
⑤経理部長

分科会長：経理部長

⇒ 名

① 経理部長、② 総務部長

③ 経理部経理課長、④会計課長

⑤ 総務部総務課長、⑥企画課長
＊上記の者のうち、監査事務に従事する者を

除く。

＊ 委員長又は分科会長は、上記の者以外の者に出席を求め、意見を述べさせ又は

説明を求めることができる。

審 査

対 象

・支出の原因となる全ての契約（少額随契【※】を除く。）とする。

したがって、変更、継続・更新

自動更新 を含むこととなる。

・ただし、分科会が審査するもの

を除く。

分 科 会

①一般競争による既製商品等の調達契約

（経理部案件は委員会審査とする。）

②公共料金等の契約

③上記のほか委員長から審査要請を受けた

もの。

審 査

事 項

① 契約（調達）実施の是非

⇒ 事務・事業の実施における当該契約（調達）の効率性・合理性の検証等

② 契約方式に関すること。

⇒ 一般競争に付すことができない理由（法令等特別の定めによる制限や物理的条件
等）の検証等

⇒ 複数年度契約の妥当性の検討等

③ 入札条件に関すること。

⇒ 入札条件の再検証、条件設定の適切性等の検証等

④ 総合評価方式による一般競争入札に付す場合の技術評価に関すること並び

に企画競争及び確認型公募に付す場合における企画提案等の評価の妥当性に

関すること。
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⇒ 契約手続きの事前審査においては、募集要件及び評価・採点方法等の適切性等を
検証し、また、事後の審査においては、評価・採点結果の妥当性、業者の特定理由
及び非特定理由の適切性等を検証する。

⑤ 落札者の決定に関すること。

⇒ 入札結果の確認、低価格調査実施の要否を含め、落札者の決定手続きの適切性等
の検証等

⑥ 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項に関すること

⇒ 応札者の拡大方策等の検討
⇒ 予定価格の公表の適否等に関する検討
⇒ 契約変更の基準及び個別検討 等

招 集

・

開 催

① 委員長等が必要に応じ召集する。

⇒運用上は、原則、毎週火曜日とし、分科会については、随時とする。

② 委員会等は、過半数の委員の出席により成立し、委員会等における意見のと

りまとめは委員長等が行なう。ただし、緊急その他の事由による場合は、持回

りによることができる。

⇒最低価格落札方式による入札の開札結果は、原則として持回り。

事務局 ① 委員会等の事務局は、経理部経理課に置く。

② 担当原課は、委員会等の審査に必要な書類を作成し、あらかじめ事務局に提

出するとともに、委員会等において当該書類に関する説明を行う。

【※】少額随契（会計規程実施細則 第 条第 項第 号～第 号）
予定価格が 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
予定価格が 万円を超えない財産を買入れるとき。
予定賃借料の年額又は総額が 万円を超えない物件を借り入れるとき。
前 号以外の契約でその予定価格が 万円を超えないとき。

【参考】経費別審査分掌

委 員 会
審査分掌

①工事・製造契約
・省令第 条資産に相当する財産【※】

・最低価格落札方式に付さないもの
委員会

②資産物品等買入契約 ・既製品等で最低価格落札方式に付すもの 分科会

③業務委託等契約 ・定型外業務 委員会

④派遣職員等雇用契約 ・定型業務（データ入力事務等） 分科会

⑤公共料金等 光熱水料、通信費、運送費等 分科会

⑥その他

・裁量的経費 委員会

・義務的経費 分科会

⑦少額随契
上記①～⑥のうち会計規程実施細則第 条第 項第 号

～第 号に該当するもの
経理部長

【※】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令（平成 年環境省令第 号）

通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの
第 条 機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、次

の各号に掲げるものとする。
職員宿舎用の土地及び建物
その他環境大臣が指定する財産
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平成 24 年 9 月 25 日 
経 理 部 長 

 
運用方針について 

 
資金の管理及び運用に関する規程第４条第２項に基づき運用方針を策定する。 

 
記 

 
１．共通の基本方針 

運用資金の安全性の確保を最重要視し、安全な金融商品により運用を行い、債券は発

行体の信用力について、預金は金融機関の経営の健全性について十分留意すること。 
支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資

金ニーズに備えた運用を行うこと。 
上記の安全性及び流動性を確保した上で、各資金の性格を踏まえ、普通預金に必要以

上の資金を残さないよう効率的な運用を行うこと。 
 
２．各資金の運用方針 
(1) 公害健康被害予防基金 

長期的かつ安定的な収入を得るように、基本的に債券を主とした中・長期的な運用を

行うこと 
 
(2) 石綿健康被害救済基金 

概ね１年以内の預金を中心とした運用を行うこと 
 
(3) 地球環境基金 

長期的かつ安定的な収入を得るように、基本的に債券を主とした中・長期的な運用を

行うこと 
 
(4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法により廃棄物の処分期間

が定められていることから、運用は預金を中心としたものとし、資金の支払日に即した

満期日の設定に留意すること 
 
(5) 維持管理積立金 
① 長期の資金収支計画等を踏まえ、短期、中期及び長期の期間毎の資金需要見込みに応じ

て、効率的な運用を行うこと 
② 想定外の積立者からの取戻し請求に対応した方策を講じること                                             

以上 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 増減比

機構トップページ
アクセス数

主要コンテンツ及び機構の
トップページアクセス数合計

合　　　　計

※「大気環境・ぜん息などの情報館」は、「ぜん息などの情報館」と「大気環境の情報館」を10月に統合したものであり、4月～9月のアクセス数はそれまでの「ぜん息などの情報館」と「大気環境の
情報館」のトップページへのアクセス数を合計したものである。

ホームページアクセス数の推移

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

石綿(アスベスト)健康被害
(拠出金の概要)

　機構のご案内

主
要
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ト
ッ

プ
ペ
ー

ジ
ア
ク
セ
ス
数

　大気環境・ぜん息などの
　情報館

　地球環境基金の情報館

　地球温暖化

汚染負荷量賦課金の
ご案内

石綿(アスベスト)健康被害の
救済

ホームページのコンテンツ別・月別利用状況

合　計 23年度

　トップページへのアクセス数
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随意契約等見直し計画 
 

平成 22 年 4 月 
独立行政法人環境再生保全機構 

 
 
１．随意契約等の見直し計画 
（１）随意契約の見直し 

平成 20 年度に締結した随意契約について、点検・見直しを行い、

以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定する。 
今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、原則とし

て競争（企画競争・公募を含む）に付すこととする。 
 

平成 年度実績 見直し後

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

競争性のある契約
（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

競争入札
（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

企画競争、公募等
（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

競争性のない随意契約
（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

合 計
（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。
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（２）一者応札・一者応募の見直し 
平成 20 年度に締結した競争性のある契約のうち、一者応札・一者

応募となった契約について点検・見直しを行い、以下のとおり改善

を図ることとする。 
今後、この改善を図りつつ契約手続きを進めることにより、一層

の競争性の確保に努める。 
 
（平成 20 年度実績） 

実 績 件数 金額（千円）

競争性のある契約

うち一者応札・一者応募
（ ） （ ）

（注）上段（ ）は競争性のある契約に対する割合を示す。

 
（一者応札・一者応募案件の見直し状況） 

見直し方法等 件数 金額（千円）

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注 ）

仕様書の変更

参加条件の変更

公告期間の見直し

その他

契約方式の見直し

その他の見直し

点検の結果、指摘事項がなかったもの

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合があ

る。

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
注３ 上段（ ）は平成 年度の一者応札・一者応募となった案件に対する

割合を示す。

 
 
 

-141-



２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施 

契約監視委員会等により、競争性のない随意契約及び一者応

札・一者応募になった案件を中心に点検を実施。 
 
（２）随意契約等の見直し 

① 公募（参加意思確認型）の活用 
情報システムの改修及び調査研究等の実施に当たっては、公

募（参加意思確認型）の活用を図り、競争性及び透明性を確保

する。 
 

② 総合評価方式の活用 
情報システムの構築業務に加え、調査研究及び広報等につい

ても、総合評価方式の活用を検討する。 
 

③ 上記①及び②の推進に資するとともに、適正な契約手続きを実

施する観点から、契約マニュアルを平成 22 年 3 月に策定し、更

なる競争的契約の推進を図る。 
 
（３）一者応札・一者応募の見直し 

① 公告期間の見直し 
説明会への参加を資格要件としている場合は、公告から説明

会まで 10 日間確保するとともに、説明会から入札日又は企画書

提出までの期間も十分に確保することとする。 
 

② 適正な履行期間の確保 
事業者が十分な時間的余裕を持って業務を実施できるよう、

契約の適正な履行期間の確保を図ることとする。 
 

③ 事後点検体制の整備 
一者応札・一者応募となった案件について、契約担当部にお

いて自己点検を実施する。 
 
（４）電子入札システムの導入 

一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加及び一者応札の改善状

況等を勘案し、電子入札システムの導入を検討する。 
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独立行政法人環境再生保全機構

平成 年 月 日

一者応札（応募）改善方策

（１）適正な準備期間等の確保

・ 公告等の時期については、業務の特殊性等も考慮し、競争参加者が入

札に参加するための十分な準備期間が確保できるよう、より適切な時期

の設定に努める。

① 土、日、祝日を除く通常営業日で、見積期間を 日間にする。

② 十分な履行期間を確保するためにも早期の事務執行に努める。

（年度開始後の迅速な事務執行、入札参加希望者からの質問に随時対応するなど）

③ 月から開始する業務については、 ～ カ月前に入札・開札日を設

定することにより、業務開始までの準備期間を確保するよう発注時期

の前倒しに努める。

（２）情報提供の拡充

・ 発注予定情報の公表を定期的及び事業年度開始後速やかに実施すると

ともに、詳細な入札情報等については、ホームページの発注サイトに随

時公表を行うなど早期の発表に努める。

① 発注予定情報等をできるだけ早く、広く、詳細に行う。

② 調達予定情報を半期毎に公表する。

③ 契約件名については、前年度の業務との継続性や他の業務と関連が

あるとの誤解を生む恐れがないように名称に留意するとともに、業務

の概要が理解できるわかりやすい件名にするなど調達内容が業者に対

してわかりやすく伝わるよう工夫する。
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（３）公告方法等の改善

① 仕様書等の送付依頼などが簡便にできるよう、ホームページの調達

情報サイトに契約担当部の担当とメールアドレスを記載する。

② 公告等と同時に調達内容の詳細が把握できるようにする。

（４）過去に契約実績のある者及び特殊な技術、特定の情報を有する者に有利

となっているものへの対応

① 情報システムの運用・保守など長期的な企業判断を可能とするため、

（第二期中期計画期間の範囲内で）複数年度契約を促進する。

② 業務内容に配慮して、複数業者が応札しやすい契約単位となってい

るか検討を行い、一括調達または区分調達への移行について、発注コ

ストを含めて検討する。

③ 業務の性質上可能と判断されるものは、賃貸借契約と保守契約を一

体で調達することを検討する。

（５）調達対象に地域性があるなど対応可能な者が限定的（少数）と予想され

る場合には、周知の徹底や地域の実情を活用した開催方法を導入するなど

機構自らが競争参加者の発掘に努める。

（６）引き続き、一者応札（応募）となった理由の把握に努める。

-144-



平成 年度環境配慮のための実行計画

平成 年 月

独立行政法人環境再生保全機構は、「環境配慮に関する基本方針」に基づき平成 年度の業務活動が

エネルギー及び資源の有効利用を図るものとなるよう、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」

とともに、この実行計画を定め積極的に取り組むこととする。

Ⅰ エネルギー 電気使用量の削減

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１
執務室内の照明は、必要な部分のみ点灯することとし、昼休

みには原則、消灯する。
○ ○

２ 残業時には、照明・電気機器等の集約的な使用に努める。 ○ ○ ○

３
ロッカー室や倉庫等の照明は、普段は消灯し、使用時にのみ

点灯する。
○

４
離席時や着席していても長時間使用しない場合は、机上パソ

コンのモニター電源を切る。
○

５
夜間・休日は、パソコン、ＦＡＸ機能のないプリンター等の

主電源を切り、待機時消費電力を削減する。
○ ○

６
コピー機等の 機器は、使用後には省電力モードに切り替

える。
○

７
電化製品（テレビ、冷蔵庫等）は、極力台数を整理し、必要

最低限の使用にとどめるように努める。
○ ○

８
近隣階への移動にはエレベーターの使用を控え、できるだけ

階段を使用する。
○

９
冷暖房の設定温度は、冷房 ℃以上、暖房 ℃以下を基本と

する。
○

ブラインドの利用等により、熱の出入りを調節する。 ○ ○

夏期における軽装（クールビス）、冬期における重ね着等服装

（ウォームビズ）を徹底し、冷暖房の使用を抑える。
○ ○

電気使用量を毎月職員へ周知する。 ○
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Ⅱ 省資源（用紙類の使用量削減）

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１
機構の内部向け資料等は、ＬＡＮ上の文書管理システム等を

活用し、極力印刷又はコピーによる用紙の使用を少なくする。
○

２
外部等に公表する資料等については、ホームページに掲載す

る等して、印刷物の作成は必要最小限の量とする。
○ ○

３
研修・講習会、説明会等では、プロジェクターの使用や資料

のコンパクト化を行う等、配付資料を少なくする工夫をする。
○ ○

４
要綱等は、ＬＡＮ上の文書管理システム等に登録・管理し、

極力、紙の使用量を少なくする。
○ ○

５
外部の機関等から印刷物で入手した資料等については、電子

化して閲覧するようにする。
○ ○

６
電子化された資料は、パソコン画面上での閲覧を原則とし、

印刷は最小限に止める。
○

７

コピー機は、枚数や拡大・縮小の誤り等のミスコピーを防止

するため、使用前に各自設定を確認するとともに、次に使用す

る人に配慮し、使用後は必ず設定をリセットする。

○

８
プリンターやコピー機で複数頁の印刷をする場合は、原則と

して両面印刷として、可能な限り縮小・集約印刷を活用する。
○

９

プリンターやコピー機で印刷する際は、トレイを使い分ける

等して、可能な限り、裏紙（片面使用済みのコピー用紙）を使

用する。

○

印刷を行う場合は、その頁数や部数が必要最小限の量となる

ように考慮し、極力残部が発生しないように配慮する。
○

印刷物等は、可能な限り軽量の紙を使用する。 ○ ○

資料等は、各人がそれぞれ保有することを控え、共有化を図

る。
○ ○

ポスター、カレンダー等の裏面が活用できる紙は、メモ用紙

等に利用するよう可能な限り工夫する。
○

使用済み封筒の再利用に努める。 ○ ○

使用用紙量を毎月職員へ周知する。 ○
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Ⅲ 節水

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１
手洗い時、トイレ使用時、洗い物においては、日常的に節水

を励行する。
○

Ⅳ 廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１
使い捨て製品（紙コップ、使い捨て容器入りの弁当等）の使

用や購入を抑制する。
○ ○

２
再使用又はリサイクルしやすい製品を優先的に購入・使用す

る。
○ ○ ○

３
詰め替え可能な製品の利用や備品の修理等により製品等の長

期使用を進める。
○ ○

４
コピー機、パソコン、プリンター等について、リサイクルし

やすい素材を使用している製品を購入する。
○

５ 包装・梱包（段ボール等）の削減、再使用に取り組む。 ○

６
店で物を購入する際は、袋を持参するなどしてレジ袋を受け

取らないように努める。
○

７

紙、金属缶、ガラスびん、ペットボトル、プラスチック、電

池等のリサイクル可能なものについて、分別回収ボックスを適

正に配置する等により、ごみの分別を徹底する。

○ ○

８

保存年限を過ぎた文書類は、機密文書等を扱う専門のリサイ

クル業者に処理を委託する等、機密の保持とリサイクルに取り

組む。

○ ○

９ ごみの排出状況をチェックし、結果を毎月職員に周知する。 ○
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Ⅴ イベント等の実施における環境配慮

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１ 主催イベント等において包括的に環境配慮を行う。 ○ ○

２
機構が発注する事業等については、適切な環境保全の取組み

がなされるように、入札時及び発注時に必要な事項を盛り込む。
○

Ⅵ グリーン購入の推進

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１
コピー用紙、印刷物・パンフレット等、名刺、その他の紙に

ついて、再生紙又は未利用繊維への転換を図る。
○

２ 再生パルプの使用率や白色度を考慮した再生紙利用を行う。 ○

３ 再生パルプ使用率を印刷物等に明記する。 ○

４ エコマーク商品を優先的に購入する。 ○

５ 再生材料から作られた製品を優先的に購入、使用する。 ○

６
間伐材、未利用資源等を利用した製品を積極的に購入、使用

する。
○

７
修理や部品交換が可能で、部品の再使用、素材の再生利用が

容易な設計の製品を優先的に購入、使用する。
○

８
環境に配慮した物品等の調達に係る方針に基づき物品リスト

を作成し、リストに基づく購入を行う。
○

９ グリーン購入の状況について、年１回集計して公表する。 ○ ○
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Ⅶ 温室効果ガス排出量の把握

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１
機構が自ら行なう事務・事業により排出する温室効果ガス排

出量を把握し、年１回公表する。
○

Ⅷ 役職員に対する啓発

項 目

各部課

で取組

むもの

役職員

で取組

むもの

総務部

で取組

むもの

ﾋﾞﾙ管

理者で

取組む

もの

１

役職員に対して、環境配慮に関する啓発を行う。

具体的には、

① 環境配慮や環境保全に関する研修を実施する。

② 役職員が日常の業務の中で環境配慮活動を実践する

ために取り組むべき項目（チェックリスト）の点検を７

月及び１月に行い、その意識向上を図る。

③ 国等が主唱する環境関係の諸行事等へ職員が参加し

やすいよう必要な情報提供を行う。

○

Ⅸ 削減目標

平成 年度の電気使用量及び用紙使用量の削減目標量を次のように定める。

○ 電気使用量（※）について、中期計画に基づき、温室効果ガス量換算で平成 年度比 ％削減す

る。（※）電気使用量については 機器及び照明を対象とする。

○ 特に、電力の供給不足が発生した場合には、昨夏の取組みを参考に、電力使用量の削減に努める。

○ 用紙使用量について、平成 年度比 ％以上を削減する。
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簡潔に要約された財務諸表（法人全体）

①貸借対照表

（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額

流動資産 流動負債

　現金及び預金等 　運営費交付金債務

　割賦譲渡元金 　債券・借入金等

　貸付金 　その他

　その他 固定負債

固定資産 　石綿健康被害救済基金預り金

　有形固定資産 　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金

　投資有価証券等 　債券・借入金等

　破産更生債権等 　預り維持管理積立金

　その他 　引当金

　資産見返負債

　長期リース債務

法令に基づく引当金等

負債合計

純資産の部

資本金（政府出資金）

資本剰余金

利益剰余金

純資産合計

資産合計 負債純資産合計

-150-

②損益計算書

 

 

（単位：百万円）

金額

経常費用（A) 66,616

　業務費

　　人件費 666

　　その他 64,563

　一般管理費

　　人件費 481

　　その他 407

　財務費用 499

経常収益（B) 69,439

　補助金等収益等 17,112

　自己収入等 52,327

臨時損益（C) 496

前中期目標期間繰越積立金取崩額（D) 81

当期総利益（B-A+C+D) 3,400
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③キャッシュ･フロー計算書 

金額

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 27,790

　　人件費支出 △1,146

　　補助金等収入 22,411

　　自己収入等 61,779

　　その他支出 △55,254

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B) △28,806

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（C) △16,439

Ⅳ資金増加額(△資金減少額)（D=A+B+C） △17,455

Ⅴ資金期首残高（E) 21,385

Ⅵ資金期末残高（F=D+E) 3,931

 

④行政サービス実施コスト計算書 

（単位：百万円）

金額

Ⅰ業務費用 14,295

　　損益計算書上の費用 66,623

　　（控除）自己収入等 △52,327

Ⅱ損益外減価償却相当額 -

Ⅲ引当外賞与見積額 △1

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △6

Ⅴ機会費用 90

Ⅵ行政サービス実施コスト 14,378  
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財務情報  財務諸表の概況 

 

表 主要な財務データの経年比較                      （単位：百万円） 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

経常費用 82,503 73,225 69,221 68,276 66,616

経常収益 86,963 74,293 70,565 68,657 69,439

当期総利益 5,105 1,687 1,597 1,513 2,823

資産 316,053 306,227 307,404 308,716 309,873

負債 245,776 237,201 236,731 236,502 234,331

利益剰余金 10,847 9,511 11,077 12,575 15,894

業務活動によるキャッシュ･フロー 34,247 33,273 35,162 35,615 27,790

投資活動によるキャッシュ･フロー (注)  △7,662 (注)  △12,663 (注)  △32,441 (注)  △22,846 (注)  △28,806

財務活動によるキャッシュ･フロー △21,853 △22,235 △18,839 △16,067 △16,439

資金期末残高 42,426 40,801 24,684 21,385 3,931

（注）平成 20年度～21年度、21年度～22年度、22年度～23年度、23年度～24年度に係る増減額につい 

ては、運用の預入及び払戻額の差が主な要因である。 

 

 

表 事業損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報）         （単位：百万円） 

 

3,400 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

公害健康被害補償予防業務勘定 △317 △597 △199 △1,157 △645

（うち公害健康被害補償業務） (△356) (△640) (△279) (△1,189) (△561)

（うち公害健康被害予防業務） (注2) (39) (42) (80) (31) (△84)

石綿健康被害救済業務勘定 － － － － －

基金勘定 675 － － － －

（うち地球環境基金業務） (496) (-) (-) (-) (-)

（う ちﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金業務） (162) (-) (-) (-) (-)

（うち維持管理積立金業務） (18) (-) (-) (-) (-)

承継勘定 4,102 1,635 1,543 1,538 3,468

合計 4,460 1,037 1,344 381 2,823
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表 総資産の経年比較（区分経理によるセグメント情報）          （単位：百万円） 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

公害健康被害補償予防業務勘定 61,131 60,095 60,049 58,878 58,210

（うち公害健康被害補償業務） (14,284) (13,300) (13,007) (11,895) (11,312)

（うち公害健康被害予防業務） (注2) (46,849) (46,795) (47,042) (46,983) (46,897)

石綿健康被害救済業務勘定 44,367 49,341 57,150 64,009 69,877

基金勘定 90,165 98,956 109,558 119,462 128,186

（うち地球環境基金業務） (14,643) (14,286) (14,508) (14,562) (14,614)

（う ちﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金業務） (32,307) (35,501) (38,131) (39,649) (40,413)

（うち維持管理積立金業務） (注1) (43,303) (注1) (49,169) (注1) (56,918) (注1) (65,250) (注1) (73,191)

承継勘定 120,606 97,834 80,648 66,367 53,600

合計 316,053 306,227 307,404 308,716 309,866

（注 1）20年度～24年度の増加要因は、維持管理積立金の積立者が大幅に増加したことによる預金及び有 

価証券の増 

（注 2）20年度の減少要因は、東京都への助成に充てるため、投資有価証券を売却したことによる 

※なお、合計、公害健康被害補償予防業務勘定及び基金勘定の金額については、相殺処理後の金額として

いるため、個別の金額を積み上げたものと一致しない場合がある。 

 

 

表 行政サービス実施コストの経年比較                   （単位：百万円） 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

業務費用 16,181 18,643 13,981 14,164 14,295

　うち損益計算書上の費用 82,503 73,256 68,397 66,824 66,623

　うち自己収入等 △66,321 △54,613 △54,416 △52,660 △52,327

損益外減価償却等相当額 4 0 0 0 0

引当外賞与見積額 △5 △7 4 △9 △1

引当外退職給付増加見積額 △5 △34 40 45 △6

機会費用 215 224 201 158 90

行政サービス実施コスト 16,390 18,826 14,226 14,359 14,378

 

309,873 



事業の説明 財源構造

（公害健康被害補償予防業務勘定） （単位：百万円、％）

公害健康被害補償業務 公害健康被害予防業務

金額 比率 金額 比率 金額 比率

運営費交付金収益 ― ―

賦課金収益 ― ―

補助金等収益

財務収益

その他

計

（石綿健康被害救済業務勘定） （単位：百万円、％）

金額 比率

石綿健康被害救済基金預り金取崩益

補助金等収益

その他

計

（基金勘定） （単位：百万円、％）

地球環境基金業務 維持管理積立金業務 基金勘定計

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

運営費交付金収益

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金取崩益 ― ― ― ―

維持管理積立金運用収益 ― ― ― ―

財務収益 ― ― ― ―

その他

計

（承継勘定） （単位：百万円、％）

承継勘定

金額 比率

運営費交付金収益

事業資産譲渡高

財務収益

その他

計

公害健康被害補償
予防業務勘定計

石綿健康被害
救済業務勘定

区　　分

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物
処理基金業務

区　　分

区　　分

区　　分

承継勘定においては、独立行政法人環境再生保全機構法附則第 条に基づき、承継業務に必

要な費用に充てるため、環境大臣の認可を受けて長期借入を行っている（平成 年度期末残

高： 百万円）。なお、平成 年度までは環境再生保全機構債券を発行していたが、平

成 年度は発行しなかった（平成 年度期末残高： 百万円）。
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平成 年度職員研修実績

全研修実績 講座 名

内訳

１．外部研修

研修名 研修日程 受講者数

環境調査研修所関係

環境行政実務研修 ～ 名

野生生物研修 ～ 名

自然環境研修 ～ 名

化学物質対策研修 ～ 名

廃棄物リサイクル研修 ～ 名

国際環境協力基本研修 ～ 名

大気環境研修 ～ 名

環境パートナーシップ研修 ～ 名

環境教育研修 ～ 名

環境影響評価研修 ～ 名

日中韓三カ国合同研修 ～ 名

地球温暖化対策研修 ～ 名

管理部門関係

政府関係法人会計事務職員研修 ～ 名

予算編成支援システム研修 名

苦情相談実務研修会 名

行政機関等の個人情報保護法制セミナー 名

公文書管理研修 、 ～ 、 ～ 名

その他

情報システム監査基礎講座 名

ビジネス文書研修 名

総務省情報システム統一研修 、 ～ 、

～ 、 、 ～

名

人権に関する国家公務員等研修会 、 名

統計研修「専科 ＰＣを用いた統計入門」 ～ 、 ～ 名

計 講座 名
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．内部研修

研修名 研修日程 受講者数

新入職員研修 ～ 、 名

ラーニング研修（簿記） 月～ 月 名

人事評価者研修 名

情報セキュリティ研修 、 名

産業医による健康管理研修 、 名

管理職メンタルヘルス研修 名

コンプライアンス研修 、 名

計 講座 名

-156-



この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。




